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報告第９号 

 

 

令和３年度決算に基づく健全化判断比率 

及び資金不足比率について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和３年度決算に基づく健全化判

断比率及び資金不足比率について、次のとおり報告する。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

 池田市長 瀧 澤 智 子           
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令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

 
 

○ 健全化判断比率 
（単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

令和３年度 ─── ─── １．１ ─── 

早期健全化基準 １２．１８ １７．１８ ２５．０ ３５０．０ 

財 政再生 基 準 ２０．００ ３０．００ ３５．０  

 

※ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は「－」を

表示。 

 
 
 
○ 資金不足比率（公営企業） 

（単位：％） 

 病 院 事 業 会 計 水 道 事 業 会 計 公共下水道事業会計 

令和３年度 ─── ─── ─── 

経営健全化基準 ２０．０ ２０．０ ２０．０ 

 
※ 資金不足額がない場合は「－」を表示。 
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報告第９号  参  考 

 

 

１．「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」について 

・ 平成１９年６月制定（「財政健全化法」） 

・ 毎年度における健全化判断比率及び資金不足比率の公表 

・ 比率に応じた地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の

経営の健全化の促進 

 

 

２．財政健全化法制定の背景 

・ 分かりやすい財政情報の開示等 

フ ロ ー 指 標 … 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率 

ストック指標 … 将来負担比率（公社等を含めた実質的負債による指標） 

・ 早期是正機能の制度化等による旧法（「財政再建法」）の改善 

 

 

３．早期健全化基準・財政再生基準（政令） 

令和３年度 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 １２．１８% １７．１８% ２５．０% ３５０．０% 

財 政 再 生 基 準 ２０．００% ３０．００% ３５．０%  

 

 

４．早期健全化段階で行うこと （財政健全化法第４条第２項） 

・ 自主的な改善努力による財政健全化 

・ 財政健全化計画の策定及び議会の議決 

・ 個別外部監査契約に基づく監査の実施 

・ 毎年度における実施状況の議会への報告及び公表（達成が著しく困難と認められ

る場合は、総務大臣又は知事による必要な勧告） 

 

 

５．財政の再生段階で行うこと （財政健全化法第８条第３項） 

・ 国等の関与による確実な再生 

・ 財政再生計画の策定（議会の議決及び公表並びに総務大臣との協議及び総務大臣

の同意） 

・ 個別外部監査契約に基づく監査の実施 

・ 毎年度における実施状況の議会への報告及び公表（運営が計画に適合しないと認

められる場合は、総務大臣による予算の変更等必要な措置の勧告） 

・ 起債の制限等 
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６．健全化判断比率の算定 

① 実質赤字比率 

一般会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 

 

② 連結実質赤字比率 

各会計の実質赤字（黒字）額又は資金不足（剰余）額の合計の標準財政規模に対す

る比率（財産区特別会計を除く。） 

 

③ 実質公債費比率 

一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

 

④ 将来負担比率 

一般会計が将来負担すべき負債（将来負担額）の標準財政規模に対する比率 

（将来負担額） 

地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等繰入見込額、退職

手当負担見込額 

（将来負担額から控除するもの） 

基金等の充当可能財源、特定歳入見込額（都市計画税）、地方債現在高に係る基準

財政需要額算入見込額 

 

 

７．資金不足比率（公営企業） 

・ 経営健全化基準（２０％）以上となった場合は、「４．早期健全化段階で行うこと」

と同様の措置（「財政健全化」を「経営健全化」に読み替える。） 

・ 比率の算定については、下記のとおり 

   （地方公営企業法適用事業） 事業の規模に占める資金の不足額の割合 

  病院事業   （流動負債－翌年度償還の企業債－流動資産）÷（医業収益） 

水道事業   （流動負債－翌年度償還の企業債－流動資産）÷（営業収益－ 

受託工事収益） 

  公共下水道事業（流動負債－翌年度償還の企業債－流動資産）÷（営業収益） 
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議案第５４号 

 

 

地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための 

関係条例の整備に関する条例の制定についていいいいいいい 

 

 

地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備

に関する条例を次のように制定する。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げ、任用、勤務時

間、給与、退職手当その他職員の定年の引上げに必要となる措置のための関

係条例の規定の整備を行うため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の

整備に関する条例（案） 

 

 （池田市職員定数条例の一部改正） 

第１条 池田市職員定数条例（昭和３６年池田市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２号中「４５２人」を「４８９人」に改め、同条第３号中「９５

人」を「１０１人」に改め、同条第４号中「５４２人」を「５６１人」に改

め、同条第６号中「４人」を「６人」に改め、同条第７号中「１１５人」を

「１３６人」に改め、同条第１０号中「１１３人」を「１２１人」に改める。 

 （職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第１項中「辞令書並びに法第４９条に規定する説明書を当該職員に交

付して行なう」を「当該職員に辞令書の交付及び法第４９条第１項の規定によ

る説明書の交付（法第２８条の２第１項に規定する降任の処分にあっては、辞

令書の交付）をして行う」に改め、同条第２項中「を行なった」を「（法第２

８条の２第１項に規定する降任の処分を除く。）を行った」に、「すみやかに

法第４９条」を「速やかに前項」に、「写」を「写し」に改める。 

（池田市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第３条 池田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年池田市条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 
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 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

 第５章 雑則（第１４条） 

 附則 

   第１章 総則 

 第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。

以下「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、

第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第

２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

   第２章 定年制度 

 第３条中「６０年」を「６５年」に改め、同条ただし書を削る。 

 第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由が

ある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、

「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」

に、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、第９条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間

をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条の規定により延長さ

れた異動期間を含む。第１０条及び第１１条において同じ。）を延長した

職員であって、定年退職日において管理監督職（第６条各号に掲げる職を

いう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員に係る当該

期限は、当該職員に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超える

ことができない。 

  第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「により」の次に「生

ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改
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め、同項第２号中「その職員」を「当該職員」に、「による」を「により生

ずる」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」を「こと」に改

め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存す

る」を「ある」に改め、「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算

して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」

の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員に係る異動期

間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、

同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務す

ることとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員につい

て」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事

由がなくなった」に、「その期限を繰り上げて退職させることができる」を

「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

  本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

  （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

(1) 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１

９号）第２３条第１項の規定により管理職手当を支給される職 

  (2) 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和

２年池田市条例第３０号）第２０条第１項の規定により管理職手当を支

給される職 

  (3) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例

第２３号）第４条の規定により管理職手当を支給される職（医療業務に

従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。） 
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  （管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢（以下

「管理監督職勤務上限年齢」という。）は、年齢６０年とする。 

  （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等

（以下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たって

は、法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条

に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

  (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、

降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条において「降任

等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に

係る法第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該

降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任

等をすること。 

  (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうち

できる限り上位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。 

  (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理

監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督

職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の

職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況

その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職

職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当

該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。 

  （管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員に

ついて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員に係る異動期間
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（管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の

４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から

起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあ

っては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該

異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監

督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

  (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することが

できず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

  (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができ

ず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

  (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特

別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、この条の規定により異動期間（この条の規定により延長さ

れた期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項

各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退

職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定

年退職日までの期間内）で延長された当該異動期間を更に延長することが

できる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員に係る

異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

  （異動期間の延長に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あ

らかじめ職員の同意を得なければならない。 
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  （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に同条第１項各号に掲げる事由が消滅し

たときは、他の職への降任等をするものとする。 

    第４章 定年前再任用短時間勤務制 

  （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

の退職を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以

上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの

通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職

と同種のものを占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時

間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用すること

ができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短

時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占め

ているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者である

ときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する地方公共団体の組合

をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

   第５章 雑則 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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  附則第２項を次のように改める。 

  （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間、医療業務に従事

する医師又は歯科医師である職員以外の職員に対する第３条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」

とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

  附則に次の１項を加える。 

  （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに医療業務に従事する

医師及び歯科医師を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０年に達

する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務

の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の

提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった

職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっ

ては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末

日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度

の初日である場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、

当該職員が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する

措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 
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日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２７年池田市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、同項

に次のただし書を加える。 

   ただし、同号に掲げる職員以外の職員にあっては、その減ずる額が現に

受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の１０分の１に相当する額

を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第５条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年池田市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加

える。 

  (5) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部改正） 

第６条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（平成４年池田市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め
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る職員 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第７条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１

項」に改め、「で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

もの」を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

第３条第１項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

第９条第１項中「一の」を「１の」に改め、同項第１号中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１５条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正） 

第８条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（令和２年池田市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「第２

２条の４第１項」に改め、「で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの」を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 

第３条ただし書及び第９条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 
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第９条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加える。 

(3) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

第１０条中「及び第２号」を「から第３号まで」に改める。 

  第１９条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第２０条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤

務職員等」に改める。 

 （池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１０条 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年池

田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１１条 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

第８条の４中「平成３年法律第１１０号」の次に「。以下「育児休業法」

という。」を加え、「第２条第２項」を「第２条第４項」に改める。 

第１３条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下「特定日」

という。）以後にある職員については、昇給しないものとする。 

第１３条第３項中「超える職員」の次に「（特定日以後にある職員を除

く。）」を加える。 
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第１３条の２を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第１３条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により

採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料

月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表に定める定

年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の

規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第２３条第１項中「の職」を削り、「者」を「もの」に改める。 

第２５条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項中「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第３項

中「（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場

合は」を「場合には」に改め、同条第４項中「場合は」を「場合には」に改

める。 

第３１条第２項中「第２０条」を「第９条、第１２条、第１３条、第２０

条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第３１条の２第２項中「及び第１３条第３項」を「並びに第１３条第１項

ただし書及び第３項」に改める。 

第３３条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「１００分の１００」を「、

１００分の１００」に、「１００分の５７．５」を「、１００分の５７．

５」に改める。 

第３４条第１項中「この条」を「この項」に改め、同条第２項中「その者

に」を「当該職員が」に改め、同項各号中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 
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附則に次の見出し及び８項を加える。 

（特定日以後にある職員の給料の特例） 

１９ 当分の間、職員の給料月額は、特定日以後、当該職員に適用される給

料表の給料月額のうち、第８条第２項の規定により当該職員の属する職務

の級及び第９条から第１３条までの規定により当該職員の受ける号給に応

じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたとき

はこれを１００円に切り上げた額）とする。 

２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤の職員 

(2) 法第２８条の５第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項

に規定する異動期間（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により延

長された期間を含む。）を延長された法第２８条の２第１項に規定する

管理監督職を占める職員 

(3) 法第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務している職員（法

第２８条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であ

って、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２３項に

おいて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

けるもののうち、附則第１９項の規定の適用を受けるもので、特定日に同

項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日

給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に

１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたとき
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はこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなるもの（規則で定める職員を除く。）には、当

分の間、特定日以後、附則第１９項の規定により当該職員の受ける給料月

額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給する。 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

月額との合計額が第８条第２項の規定により当該職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第８条

第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料

月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

２３ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１９項

の規定の適用を受ける職員（附則第２１項に規定する職員を除く。）に限

る。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要

があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほ

か、規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料

として支給する。 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則

第１９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該

給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前

３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

２５ 附則第２１項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する

第３３条第５項及び第６項（第３４条第３項において準用する場合を含
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む。）の規定の適用については、これらの規定中「額）」とあるのは、

「額）と附則第２１項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との

合計額」とする。 

２６ 附則第１９項から前項までに定めるもののほか、附則第１９項の規定

による給料月額、附則第２１項の規定による給料その他附則第１９項から

前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

         「 

附則別表第７中 

 

 

を                           に、「再任用 

    

職員以外の職員」を「３級の２職員」に改め、同表再任用職員の項を削る。 

別表第１中「第８条」の次に「、第１３条、第２０条、第３３条」を加え、

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表備考を次の

ように改める。 

備考 

１ この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」と

あるのは、「基準給料月額」とする。 

別表第２中「第８条」の次に「、第１３条、第２０条、附則第１８項」を

加え、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表備考

を次のように改める。 

備考 

１ この表は、消防職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」と

あるのは、「基準給料月額」とする。 

」 

「 

」 

職員の区分  職務の級 ３級の２ 

 号給 給料月額 

 

 号給 給料月額 
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別表第３を次のように改める。 

別表第３（第８条関係） 

技能職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職務の

 級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
132,300 183,600 205,200 251,500 280,000
133,200 185,100 206,400 252,700 281,900
134,200 186,600 207,800 253,800 283,500
135,100 188,000 209,100 254,900 285,200
136,100 189,200 210,400 255,800 287,000
137,100 190,700 211,800 257,000 288,600
138,100 192,100 213,200 258,100 290,200
139,100 193,400 214,600 259,300 291,800
139,900 194,800 215,900 260,400 293,300
140,900 195,800 217,500 261,200 295,100
141,900 197,100 219,100 262,400 296,800
143,000 198,200 220,500 263,600 298,600
143,800 199,400 221,700 264,600 300,000
144,800 200,500 223,200 265,600 301,700
145,800 201,600 224,700 266,500 303,300
146,800 202,700 226,000 267,400 304,800
147,900 203,600 226,900 268,400 306,300
149,200 204,700 227,600 269,500 307,900
150,400 205,700 228,500 270,500 309,500
151,600 206,700 229,500 271,300 311,200
152,700 207,600 230,300 272,300 312,200
153,900 208,700 231,800 273,200 313,600
155,100 209,800 233,100 274,200 315,000
156,300 210,800 234,200 275,000 316,500
157,400 211,700 235,600 275,800 317,600
158,900 212,600 236,900 276,900 319,100
160,400 213,300 238,200 278,000 320,500
161,900 214,200 239,500 279,100 321,900
163,300 215,100 240,300 280,000 323,500
164,700 216,300 241,500 281,100 324,700
166,200 217,300 242,800 282,100 326,000
167,700 218,200 243,900 283,100 327,200
169,100 218,800 245,000 283,800 328,300
170,900 220,000 246,200 284,700 329,200
172,700 221,100 247,300 285,600 330,300
174,500 222,300 248,500 286,700 331,400
176,200 222,800 249,800 287,300 332,500
177,900 223,900 250,800 288,200 333,600
179,600 225,100 252,100 289,100 334,600
181,300 226,100 253,400 290,000 335,600
182,800 226,900 254,400 290,600 336,600
184,200 228,100 255,600 291,600 337,600
185,500 229,100 256,500 292,600 338,600
186,900 230,200 257,800 293,500 339,600

5
6
7

2
3
4

11
12
13

8
9
10

17
18
19

14
15
16

23
24
25

20
21
22

29
30
31

26
27
28

35
36
37

32
33
34

41
42
43

38
39
40

44

号給

職員の区分

1
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186,900 230,200 257,800 293,500 339,600
188,400 231,300 258,600 294,200 340,500
189,700 232,200 259,600 295,100 341,500
191,100 233,300 260,700 296,000 342,500
192,500 234,300 261,600 296,900 343,500
193,800 235,300 262,800 297,600 344,400
194,900 236,300 263,800 298,200 345,300
196,000 237,300 264,900 298,900 346,200
197,200 238,300 265,600 299,700 347,000
198,300 239,400 266,500 300,300 347,800
199,400 240,400 267,600 301,100 348,600
200,300 241,100 268,800 301,800 349,400
201,400 241,800 270,000 302,500 350,100
202,500 242,700 270,800 303,200 350,800
203,500 243,600 271,800 303,900 351,600
204,500 244,500 272,900 304,700 352,400
205,500 245,200 273,900 305,400 353,100
206,600 246,000 274,900 306,000 353,800
207,500 246,900 276,000 306,700 354,500
208,400 247,800 276,800 307,400 355,200
209,300 248,700 277,900 308,100 355,900
210,000 249,500 278,700 308,600 356,500
210,800 250,300 279,500 309,100 357,000
211,500 251,100 280,300 309,700 357,500
212,300 251,800 281,100 310,300 358,000
212,700 252,500 281,700 310,900 358,400
213,300 253,100 282,500 311,300
213,600 253,500 283,300 311,800
214,000 253,900 284,000 312,300
214,200 254,100 284,800 312,600
214,600 254,500 285,500 313,100
215,100 255,000 286,300 313,600
215,700 255,500 287,100 314,000
215,900 255,800 287,700 314,200
216,600 256,200 288,200 314,500
217,100 256,700 288,700 314,800
217,600 257,200 289,100 315,100
218,300 257,500 289,500 315,400
218,600 257,800 289,900 315,700
219,200 258,100 290,400 316,000
219,900 258,400 290,900 316,300
220,500 258,600 291,300 316,500
220,900 258,800 291,900 316,900
221,300 259,100 292,500 317,200
222,000 259,400 293,100 317,400
222,500 259,600 293,400 317,600
223,000 259,800 293,900 317,900
223,500 260,200 294,400 318,200
223,900 260,400 294,800 318,500
224,300 260,700 295,200 318,700
224,700 261,100 295,700 319,000
225,100 261,400 296,200 319,300
225,400 261,700 296,700 319,500
225,700 261,900 297,000 319,700

47
48
49

44
45
46

53
54
55

50
51
52

59
60
61

56
57
58

65
66
67

62
63
64

71
72
73

68
69
70

77
78
79

74
75
76

83
84
85

80
81
82

89
90
91

86
87
88

95
96
97

92
93
94

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員

 

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員 
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備考 

１ この表は、技能職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」と

あるのは、「基準給料月額」とする。 

別表第５(1)の表４級の項中「副主幹」の次に「、統括主任主事、統括主

226,200 262,200 297,400 320,000
226,700 262,400 297,900 320,300
227,200 262,700 298,400 320,500
227,600 263,000 298,800 320,700
228,100 263,200 299,200 321,000
228,700 263,500 299,500 321,300
229,300 263,800 299,800 321,500
229,700 264,000 300,100 321,700
230,200 264,200 300,500 322,000
230,500 264,500 300,900 322,300
230,900 264,700 301,300 322,500
231,100 265,000 301,600 322,700
231,500 265,300 302,000 323,000
232,000 265,600 302,400 323,300
232,400 265,800 302,700 323,500
232,600 266,000 302,900 323,700
233,100 266,300 303,200 324,000
233,600 266,500 303,500 324,300
234,100 266,700 303,700 324,500
234,400 267,000 303,900 324,700
234,800 267,300 304,200 325,000
235,200 267,600 304,500 325,300
235,600 267,900 304,700 325,500
236,000 268,100 304,900 325,700

268,300 305,200 326,000
268,600 305,500 326,300
268,900 305,700 326,500
269,100 305,900 326,700
269,300 306,200 327,000
269,600 306,500 327,300
269,900 306,700 327,500
270,100 306,900 327,700
270,300 307,200 328,000
270,600 307,500 328,300
270,900 307,700
271,100 307,900
271,300
271,600
271,900
272,100

101
102
103

98
99
100

107
108
109

104
105
106

113
114
115

110
111
112

119
120
121

116
117
118

125
126
127

122
123
124

131
132
133

128
129
130

204,700 223,200 244,000 274,700
定年前再任用短
時間勤務職員○

193,600

137

134
135
136
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任技師」を加える。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改

正） 

第１２条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令

和２年池田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

ただし、６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下「特定日」

という。）以後にある職員については、昇給しないものとする。 

第１１条第３項中「超える職員」の次に「（特定日以後にある職員を除

く。）」を加える。 

第１２条を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額） 

第１２条 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）の給料の月額は、給料表に定める定

年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の

規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第２０条第１項中「職員」の次に「のうち必要なもの」を加える。 

第２１条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「１００分の１００」を「、

１００分の１００」に、「１００分の５７．５」を「、１００分の５７．

５」に改める。 

第２４条第１項中「この条」を「この項」に改め、同条第２項中「その

者」を「当該職員」に改め、同項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短
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時間勤務職員」に改める。 

第２５条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

第２７条第１項中「のうちその属する職務の級が１級から３級までである

もの」を「（管理職手当を支給される職員を除く。）」に、「その者」を

「当該職員」に改める。 

第３６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条中「第１５条」を「第８条、第１１条、第１５条」に、「再任用

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

附則第７項の前の見出し中「この条例における」を「継続職員等の」に改

める。 

附則第８項中「月額が」を「月額（附則第１９項の規定の適用を受ける場

合にあっては、同項の規定による給料の月額と附則第２１項、第２３項又は

第２４項の規定による給料の額との合計額）が」に、「月額に達しない」を

「月額（附則第１９項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該給料の月

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げた額））に達しない」に改める。 

附則に次の見出し及び８項を加える。 

（特定日以後にある職員の給料の特例） 

１９ 当分の間、職員の給料の月額は、特定日以後、給料表の給料の月額の

うち、第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級及び第８条か

ら第１１条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分

の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円

に切り上げた額）とする。 
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２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤の職員 

(2) 法第２８条の５第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項

に規定する異動期間（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により延

長された期間を含む。）を延長された法第２８条の２第１項に規定する

管理監督職を占める職員 

(3) 法第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務している職員（法

第２８条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であ

って、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２３項に

おいて「異動日」という。）の前日から引き続き職員であるもののうち、

附則第１９項の規定の適用を受けるもので、特定日に同項の規定により当

該職員の受ける給料の月額（以下この項において「特定日給料月額」とい

う。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料の月額に１００分の７

０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しない

こととなるもの（教育委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、

特定日以後、附則第１９項の規定により当該職員の受ける給料の月額のほ

か、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支

給する。 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

の月額との合計額が第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級

における最高の号給の給料の月額を超える場合における前項の規定の適用
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については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第

６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の

給料の月額と当該職員の受ける給料の月額」とする。 

２３ 異動日の前日から引き続き職員である者（附則第１９項の規定の適用

を受ける職員（附則第２１項に規定する職員を除く。）に限る。）であっ

て、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるものには、当分の間、当該職員の受ける給料の月額のほか、教育委

員会規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料

として支給する。 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則

第１９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該

給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分

の間、当該職員の受ける給料の月額のほか、教育委員会規則で定めるとこ

ろにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

２５ 附則第２１項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する

第２１条第４項（第２４条第３項において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、当該規定中「同じ。）」とあるのは「同じ。）と附則

第２１項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との合計額（以下

この項において「特例給料月額」という。）」と、「給料の月額及び」と

あるのは「特例給料月額及び」とする。 

２６ 附則第１９項から前項までに定めるもののほか、附則第１９項の規定

による給料の月額、附則第２１項の規定による給料その他附則第１９項か

ら前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

別表第１中「第１２条」の次に「、附則第１９項」を加え、「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表に備考として次のよう

に加える。 
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備考 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」と

あるのは、「基準給料月額」とする。 

別表第２の４級の項中「主幹教諭」の次に「、統括主任教諭」を加える。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１３条 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の

規定により採用された者及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関

する法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規定により採用された者」を

削り、同条第２項ただし書中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第

２６１号）」を加え、「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２

８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５

第１項」に改め、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律」の次に「（平成１４年法律第４８号）」を加える。 

第４条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、

「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。 

第５条の３中「除く」の次に「。附則第１０項から第１４項までにおいて

同じ」を加え、「者で」を「もので」に、「１０年」を「１５年」に改める。 

第８条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第９条第４項において」に

改め、「額（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

第８条の５第２項中「扶養手当」の次に「並びにこれらに対する地域手

当」を加える。 

第１８条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

第１９条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第２号及び第３
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号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２１条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「に

あっては」を「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付し、同項中「（以下「新

条例」という。）」及び「（以下「適用日」という。）」を削る。 

附則第２項及び第３項を削る。 

附則第４項の前の見出し及び同項から附則第６項までを削る。 

附則第７項の前の見出し並びに同項及び附則第８項を削る。 

附則第９項の前の見出し及び同項から附則第２０項までを削る。 

附則第２１項中「）附則（以下「昭和４９年改正附則」という。）第３

項」を「。以下「昭和４９年３月改正条例」という。）附則第３項」に改め、

「まで」の次に「及び附則第６項から第１４項まで」を加え、「附則第２１

項」を「附則第２項」に改め、同項を附則第２項とし、同項の前に見出しと

して「（退職手当の基本額に係る特例）」を付する。 

附則第２２項中「昭和４９年改正附則第４項」を「昭和４９年３月改正条

例附則第４項」に改め、「第５条の２」の次に「及び附則第９項」を加え、

同項を附則第３項とする。 

附則第２３項中「昭和４９年改正附則第５項」を「昭和４９年３月改正条

例附則第５項」に改め、「第５条」の次に「又は附則第７項」を加え、「附

則第２１項」を「附則第２項」に改め、同項を附則第４項とする。 

附則第２４項に見出しとして「（給料月額の減額改定があった場合の給料

月額の取扱いの特例）」を付し、同項中「職員の給与に関する条例」を「池

田市一般職の職員の給与に関する条例」に改め、同項を附則第５項とし、同

項の次に次の見出し及び３項を加える。 
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（６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

６ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続し

た者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職し

たもの（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定

に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。こ

の場合において、第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第

５条」とあるのは、「、第５条又は附則第６項」とする。 

７ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であっ

て、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定

年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する

者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合にお

いて、第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあ

るのは、「、第５条又は附則第７項」とする。 

８ 前２項の規定は、医療業務に従事する医師及び歯科医師が退職した場合

に支給する退職手当の基本額については適用しない。 

附則第８項の次に次の１項を加える。 

（定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特

例） 

９ 池田市一般職の職員の給与に関する条例附則第１９項の規定による職員

の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

附則第９項の次に次の見出し及び５項を加える。 

（整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本額

に係る特例に関する年齢要件、給料月額の割増等の特例） 

１０ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち２５年以上勤続し、その

者の非違によることなく勧奨を受けて退職したもの及び勤務公署の移転に

より退職したものに対する第５条の３及び第８条の３の規定の適用につい
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ては、第５条の３中「定年に達する日」とあるのは「定年（医療業務に従

事する医師及び歯科医師以外の者にあっては、６０歳）に達する日」と、

同条の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２

第１項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の

項及び第８条の２第２号の項中「定年」とあるのは「定年（医療業務に従

事する医師及び歯科医師以外の者にあっては、６０歳）」とする。 

１１ 当分の間、第５条第１項に規定する者（医療業務に従事する医師及び

歯科医師以外の者のうち２５年以上勤続し、その者の非違によることなく

勧奨を受けて退職したもの及び勤務公署の移転により退職したものに限

る。）に対する第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５

条の３中「から６月前まで」とあるのは、「前まで」とする。 

１２ 当分の間、第５条第１項に規定する者に対する第５条の３の規定の適

用については、同条の表以外の部分中「定年から１５年」とあるのは、

「定年（医療業務に従事する医師及び歯科医師以外の者にあっては、６０

歳）から１０年」とする。 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は

予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上

の傷病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）であって

医療業務に従事する医師及び歯科医師以外のものが６０歳に達する日前に

退職したときにおける第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、

第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５

条の２第１項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第

１号の項及び第８条の２第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６

０歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の

２を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割
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合」とする。 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医

師及び歯科医師以外のものが６０歳に達した日以後に退職したときにおけ

る第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の３の表第

５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２

号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び第８

条の２第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職

の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

附則第２５項に見出しとして「（委任）」を付し、同項中「附則第１８

項」を「附則第２項」に改め、同項を附則第１５項とする。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正） 

第１４条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例

（令和２年池田市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された者を除く。以下同

じ。）」を「常時勤務に服することを要する職員」に改める。 

 第７条第１項中「第２８条の２第１項」を「（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の６第１項」に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第

１項」に改める。 

 第８条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に改め

る。 

 第１０条中「除く」の次に「。附則第１３項から第１６項までにおいて同

じ」を加え、「１０年」を「１５年」に改める。 

 第１３条第１項中「除く。以下」を「除く。第１５条第３項において」に
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改め、「（以下」の次に「この項及び第４項並びに附則第６項において」を

加える。 

 第１４条第２項中「扶養手当」の次に「並びにこれらに対する地域手当」

を加える。 

 第２１条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

 第２２条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第２号及び第３

号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２４条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「に

あっては」を「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第２項の前の見出しを「（退職手当の基本額に係る特例）」に改め、

同項中「まで」の次に「及び附則第１０項から第１６項まで」を加える。 

附則第３項中「第９条」の次に「及び附則第１２項」を加える。 

附則第４項中「第８条」の次に「又は附則第１１項」を加える。 

附則第５項の前に見出しとして「（旧条例適用期間に係る特例）」を付す

る。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

（６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

１０ 当分の間、第７条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続

した者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職

したもの（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規

定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。

この場合において、第６条の規定の適用については、同条第１項中「又は

第８条」とあるのは、「、第８条又は附則第１０項」とする。 

- 32 -



１１ 当分の間、第８条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であ

って、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの

（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当

する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合

において、第６条の規定の適用については、同条第１項中「又は第８条」

とあるのは、「、第８条又は附則第１１項」とする。 

附則に次の１項を加える。 

（定年の引上げによる給料の月額の改定を給料の月額の減額改定としない

特例） 

１２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例附則第

１９項の規定による職員の給料の月額の改定は、第９条に規定する給料の

月額の減額改定に該当しないものとする。 

 附則に次の見出し及び４項を加える。 

 （整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本額

に係る特例に関する年齢要件、給料の月額の割増等の特例） 

１３ 当分の間、第８条第１項に規定する者のうち２５年以上勤続し、その

者の非違によることなく勧奨を受けて退職したものに対する第１０条及び

第１２条の規定の適用については、第１０条中「定年に達する日から６月

前」とあるのは「６０歳に達する日前」と、第１０条の表第８条第１項の

項、第９条第１項第１号の項及び第９条第１項第２号の項並びに第１２条

第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項中「退職

の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「６０歳」と

する。 

１４ 当分の間、第８条第１項に規定する者に対する第１０条の規定の適用

については、同条の表以外の部分中「退職の日において定められているそ

の者に係る定年から１５年を減じた年齢」とあるのは、「５０歳」とする。 
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１５ 当分の間、第８条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は

予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上

の傷病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）が６０歳

に達する日前に退職したときにおける第１０条及び第１２条の規定の適用

については、第１０条の表第８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及

び第９条第１項第２号の項並びに第１２条第３項の表第１項の項、第２項

第１号の項及び第２項第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６０

歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２

を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」

とする。 

１６ 当分の間、第１０条に規定する者が６０歳に達した日以後に退職した

ときにおける第１０条及び第１２条の規定の適用については、第１０条の

表第８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及び第９条第１項第２号の

項並びに第１２条第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及び第２項第

２号の項中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職の日にお

いて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

 附則に次の１項を加える。 

 （６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例等に関する委

任） 

１７ 附則第１０項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１５条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条

例第２３号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

第１９条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員

等」に改め、同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項」を「第２

２条の４第１項」に、「第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条

の５第１項」に改める。 

 （職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１６条 職員の再任用に関する条例（平成１３年池田市条例第２号）は、廃

止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２７項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （池田市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第３条

の規定による改正前の池田市職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条

例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、

かつ、旧定年条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定に

より延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到

来する職員（以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。）に

ついて、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が

到来する場合において、第３条の規定による改正後の池田市職員の定年等に

関する条例（以下「新定年条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由

があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範

囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例

勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算
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して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令

和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同

じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例

定年（新定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前

日における新定年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日

における旧定年条例定年（旧定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同

じ。））を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職に、基準

日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新定年条例第４条第１項若しく

は第２項、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以

下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤

務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新

定年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定

年条例定年）に達しているものを、昇任し、降任し、又は転任することがで

きない。 

４ 新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、附則第２項の規定によ

る勤務について準用する。 

 （定年退職者等の常時勤務を要する職への再任用に関する経過措置） 

５ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最

初の３月３１日（以下この項から附則第１７項までにおいて「特定年齢到達

年度の末日」という。）までの間にあるものであって、当該者を採用しよう

とする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年（施行日以後に新たに設置

された職及び施行日以後に組織変更等により名称が変更された職にあっては、

当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例

定年に準じた当該職に係る年齢。附則第１０項において同じ。）に達してい

るものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、
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１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

 (1) 施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者 

 (2) 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第

５項又は附則第２項の規定により勤務した後退職した者 

 (3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間にあるもの 

 (4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第

１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することを

いう。）又は暫定再任用（この項、次項、附則第１０項、第１１項、第１

３項、第１４項、第１６項又は第１７項の規定により採用することをいう。

次項第６号において同じ。）をされたことがあるもの 

６ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとす

る常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤

務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲

内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 (1) 施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者 

 (2) 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した

後退職した者 

 (3) 施行日以後に新定年条例第１２条の規定により採用された者のうち、令

和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」とい
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う。）第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した

もの 

 (4) 施行日以後に新定年条例第１３条第１項の規定により採用された者のう

ち、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法

第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

 (5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間にあるもの 

 (6) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間に、暫定再任用をされたことがあるもの 

７ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない

範囲内で更新することができる。ただし、その更新する任期の末日は、前２

項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定

年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

８ 暫定再任用職員（附則第５項、第６項、第１０項、第１１項、第１３項、

第１４項、第１６項又は第１７項の規定により採用された職員をいう。以下

同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新

直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評

価の全体評語その他勤務状況を示す事実に基づき良好である場合にある場合

に行うことができる。 

９ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該

暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

 （組合の定年退職者等の常時勤務を要する職への再任用に関する経過措置） 

１０ 任命権者は、附則第５項の規定によるほか、組合（新定年条例第１３条

第１項に規定する組合をいう。以下同じ。）における附則第５項各号に掲げ
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る者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者

を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している

ものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用すること

ができる。 

１１ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、附則第６項の規定による

ほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日ま

での間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職

に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で

定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。 

１２ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。 

 （定年退職者等の短時間勤務の職への再任用に関する経過措置） 

１３ 任命権者は、附則第５項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職

（新定年条例第１２条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係

る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした

場合における旧定年条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の

職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職に

あっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、

当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職

を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る

年齢）をいう。附則第１６項において同じ。）に達しているものを、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 
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１４ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、附則第６項各号に掲げる

者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢（短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の

職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。

附則第１７項及び第２６項において同じ。）に達しているもの（新定年条例

第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除

く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することが

できる。 

１５ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。 

 （組合の定年退職者等の短時間勤務の職への再任用に関する経過措置） 

１６ 任命権者は、附則第１３項の規定によるほか、組合における附則第５項

各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年

齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

１７ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、附則第１４項の規定によ

るほか、組合における附則第６項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度

の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職に係る新定年条例定年相当年齢に達しているもの（新定年条例第１３条

第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除

く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することが

できる。 
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１８ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。 

 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

１９ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職と

する。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２０ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定す

る職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定

年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

２１ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合にお

ける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地

方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合にお

ける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地

方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職

員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占め

ているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項に規定する職に

係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者

及び職員） 

２３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職の
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うち、当該職が基準日（附則第５項から第１８項までの規定が適用される間

における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この項から附則第

２５項までにおいて同じ。）の前日に設置されていたものとした場合におい

て、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年

を超えるものとする。 

 (1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

 (2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職

を含む。） 

２４ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における

当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。 

２５ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、附則第２３項

に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同

日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

２６ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）か

ら基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年相当

年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の

職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職（以下この項

において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、

基準日の前日までに新定年条例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者と

なった者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤

務した後基準日以後に退職した者を含む。）のうち基準日の前日において同

日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定

年条例定年相当年齢に達しているものを、新定年条例第１２条又は第１３条
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第１項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引

上げ短時間勤務職に、新定年条例第１２条又は同項の規定により採用された

職員のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当

年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達しているものを、

昇任し、降任し、又は転任することができない。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

２７ 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢

６０年とする。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２８ 附則第５項、第６項、第１０項若しくは第１１項の規定により採用され

た職員（以下「暫定再任用常勤職員」という。）又は附則第１３項、第１４

項、第１６項若しくは第１７項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用短時間勤務職員」という。）は、第５条の規定による改正後の公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１号に規定する地方公務

員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職

員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２９ 暫定再任用短時間勤務職員のうち第７条の規定による改正後の職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の適用を受けるものは、同条例第２条第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 

３０ 暫定再任用短時間勤務職員のうち、第８条の規定による改正後の池田市

立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用

を受けるものは、同条例第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、同条例の規定を適用する。 
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 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３１ 暫定再任用短時間勤務職員は、第９条の規定による改正後の職員の育児

休業等に関する条例第１９条に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみ

なして、同条例の規定を適用する。 

 （池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３２ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１０条の規定による改正後の池田市人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条に規定する地方公務員法第

２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条

例の規定を適用する。 

（池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３３ 第１１条の規定による改正後の池田市一般職の職員の給与に関する条例

（以下「改正後の一般職給与条例」という。）附則第１９項から第２６項ま

での規定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務

している職員には適用しない。 

３４ 暫定再任用常勤職員のうち改正後の一般職給与条例の適用を受けるもの

（附則第３９項の規定が適用されるものを除く。）の給料月額は、当該暫定

再任用常勤職員が改正後の一般職給与条例第１３条の２に規定する定年前再

任用短時間勤務職員（以下この項から附則第３７項まで及び附則第４０項に

おいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとした場合に

適用される改正後の一般職給与条例第８条第１項各号に掲げる給料表に定め

る定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、同条第２項の規定に

より当該暫定再任用常勤職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３５ 暫定再任用短時間勤務職員のうち改正後の一般職給与条例の適用を受け

るもの（附則第３９項の規定が適用されるものを除く。）の給料月額は、当

該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとし
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た場合に適用される改正後の一般職給与条例第８条第１項各号に掲げる給料

表に定める定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、同条第２項

の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、

附則第２９項の規定による職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３

項の規定により定められた勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする。 

３６ 暫定再任用職員のうち改正後の一般職給与条例の適用を受けるものは、

改正後の一般職給与条例第３１条第２項、第３３条第３項及び第３４条第２

項の規定の適用については、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

３７ 暫定再任用短時間勤務職員のうち改正後の一般職給与条例の適用を受け

るものは、改正後の一般職給与条例第２５条第２項の規定の適用については、

定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

３８ 附則第３３項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員のうち

改正後の一般職給与条例の適用を受けるものの給与に関し必要な事項は、規

則で定める。 

３９ 施行日の前日において、第１１条の規定による改正前の池田市一般職の

職員の給与に関する条例別表第３再任用職員の部アの項に定める給料月額が

適用されていた者であって、施行日において引き続き同一の職として任期の

更新が行われたものについては、次の給料表を適用する。この場合において、

当該者のうち、暫定再任用常勤職員の給料月額にあっては改正後の一般職給

与条例第８条第２項の規定により当該暫定再任用常勤職員の属する職務の級

に応じた額とし、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額にあっては同項の規

定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附

則第２９項の規定による職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項

の規定により定められた勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 
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４０ 暫定再任用職員のうち改正後の一般職給与条例の適用を受けるものは、

池田市職員旅費条例（昭和２３年池田市条例第５０号）別表の適用について

は、附則第３４項又は第３５項の規定により定年前再任用短時間勤務職員で

あるものとした場合に適用される給料表の適用者（前項の適用を受ける暫定

再任用職員にあっては、同条例別表に規定する技能職給料表の適用者）とみ

なす。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

４１ 第１２条の規定による改正後の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職

員の給与に関する条例（以下「改正後の幼稚園型認定こども園給与条例」と

いう。）附則第１９項から第２６項までの規定は、令和３年改正法附則第３

条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

４２ 暫定再任用常勤職員のうち改正後の幼稚園型認定こども園給与条例の適

用を受けるものの給料の月額は、当該暫定再任用常勤職員が改正後の幼稚園

型認定こども園給与条例第１２条に規定する定年前再任用短時間勤務職員

（以下この項から附則第４４項まで及び附則第４６項において「定年前再任

用短時間勤務職員」という。）であるものとした場合における改正後の幼稚

園型認定こども園給与条例第６条第１項に規定する給料表に定める定年前再

任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、同条第２項の規定により当該暫

定再任用常勤職員の属する職務の級に応じた額とする。 

職務の級 基準給料月額 

１級 １８７，７００円 

２級 ２１５，２００円 

３級 ２４４，９００円 

４級 ２８９，７００円 

５級 ３１５，１００円 
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４３ 暫定再任用短時間勤務職員のうち改正後の幼稚園型認定こども園給与条

例の適用を受けるものの給料の月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合における改正後の幼稚園型

認定こども園給与条例第６条第１項に規定する給料表に定める定年前再任用

短時間勤務職員の基準給料月額のうち、同条第２項の規定により当該暫定再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第３０項の規定に

よる池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する

条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。 

４４ 暫定再任用職員のうち改正後の幼稚園型認定こども園給与条例の適用を

受けるものは、改正後の幼稚園型認定こども園給与条例第２１条第３項、第

２４条第２項、第２５条第２項及び第３６条の規定の適用については、定年

前再任用短時間勤務職員とみなす。 

４５ 附則第４１項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員のうち

改正後の幼稚園型認定こども園給与条例の適用を受けるものの給与に関し必

要な事項は、教育委員会規則で定める。 

４６ 暫定再任用職員のうち改正後の幼稚園型認定こども園給与条例の適用を

受けるものは、池田市職員旅費条例別表の適用については、附則第４２項又

は第４３項の規定により定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合

に適用される給料表の適用者とみなす。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４７ 当分の間、第１３条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例

第２条の規定の適用については、同条第１項中「を除く」とあるのは「及び

暫定再任用常勤職員（地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げの

ための関係条例の整備に関する条例（令和４年池田市条例第  号）附則第
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５項、第６項、第１０項又は第１１項の規定により採用された職員をいう。

次項において同じ。）を除く」と、同条第２項ただし書中「採用された者並

びに」とあるのは「採用された者並びに暫定再任用常勤職員並びに」とする。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

４８ 当分の間、第１４条の規定による改正後の池田市立幼稚園型認定こども

園の教育職員の退職手当に関する条例第１条の規定の適用については、同条

中「職員を」とあるのは、「職員（地方公務員法等の一部改正に伴う職員の

定年引上げのための関係条例の整備に関する条例（令和４年池田市条例第 

 号）附則第５項、第６項、第１０項又は第１１項の規定により採用された

職員を除く。）を」とする。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４９ 暫定再任用職員のうち第１５条の規定による改正後の企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の適用を受けるものについては、同条例第５条、

第６条、第６条の３及び第１５条の規定は適用しない。 

 （池田市職員の厚生制度に関する条例の一部改正） 

５０ 池田市職員の厚生制度に関する条例（昭和２８年池田市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

（池田市の一般職の職員の給与の見直しのための関係条例の整備に関する条

例の一部改正） 

５１ 池田市の一般職の職員の給与の見直しのための関係条例の整備に関する

条例（平成３１年池田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５項中「平成３７年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、

「給料月額が」を「給料月額（池田市一般職の職員の給与に関する条例附則
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第１９項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による給料月額

と同条例附則第２１項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との合

計額。以下この項及び次項において「期間中給料月額」という。）が」に、

「給料月額に達しない」を「給料月額（同条例附則第１９項の規定の適用を

受ける場合にあっては、当該給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）。次項におい

て「切替日前給料月額」という。）に達しない」に、「当該期間における給

料月額に」を「期間中給料月額に」に改める。 

  附則第６項中「平成３７年４月１日から平成５０年３月３１日」を「令和

７年４月１日から令和２０年３月３１日」に、「当該期間における給料月

額」を「期間中給料月額」に、「切替日の前日において受けていた給料月

額」を「切替日前給料月額」に改める。 

附則別表第２中「平成３７年４月１日から平成３８年３月３１日」を「令

和７年４月１日から令和８年３月３１日」に、「平成３８年４月１日から平

成３９年３月３１日」を「令和８年４月１日から令和９年３月３１日」に、

「平成３９年４月１日から平成４０年３月３１日」を「令和９年４月１日か

ら令和１０年３月３１日」に、「平成４０年４月１日から平成４１年３月３

１日」を「令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日」に、「平成４１

年４月１日から平成４２年３月３１日」を「令和１１年４月１日から令和１

２年３月３１日」に、「平成４２年４月１日から平成４３年３月３１日」を

「令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日」に、「平成４３年４月１

日から平成４４年３月３１日」を「令和１３年４月１日から令和１４年３月

３１日」に、「平成４４年４月１日から平成４５年３月３１日」を「令和１

４年４月１日から令和１５年３月３１日」に、「平成４５年４月１日から平

成４６年３月３１日」を「令和１５年４月１日から令和１６年３月３１日」
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に、「平成４６年４月１日から平成４７年３月３１日」を「令和１６年４月

１日から令和１７年３月３１日」に、「平成４７年４月１日から平成４８年

３月３１日」を「令和１７年４月１日から令和１８年３月３１日」に、「平

成４８年４月１日から平成４９年３月３１日」を「令和１８年４月１日から

令和１９年３月３１日」に、「平成４９年４月１日から平成５０年３月３１

日」を「令和１９年４月１日から令和２０年３月３１日」に改める。 

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

５２ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「第９条の２第１項に規定する公庫等職員」を「第９条の２

第５項第２号に規定する地方公社等職員のうち同号に規定する公庫等に使用

されるもの」に改め、「第５条まで」の次に「又は附則第６項若しくは第７

項」を、「第５条の３まで」の次に「及び附則第６項から第１４項まで」を

加える。 

附則第４項中「第５条の２」の次に「及び附則第９項」を加える。 

附則第５項中「第５条」の次に「又は附則第７項」を加える。 

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

５３ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１５年池田市

条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４項中「附則第２１項」を「附則第２項」に改める。 

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

５４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年池田市

条例第６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第１項中「附則第２１項から第２３項」を「附則第２項から第

４項」に改める。 
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議案第５４号  説  明 

 

地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための 

関係条例の整備に関する条例の制定について        

 

１ 池田市職員定数条例（昭和３６年池田市条例第１７号）の一部改正〔第１

条関係〕 

  職員の定数をそれぞれ次のように改正するものであること。 

 

 
区         分 現行の定数 改正後の定数 増    減 

  

 市長の事務部局の職員 

          人 

     ４５２ 

          人 

     ４８９ 

           人 

３７（増員） 

  上下水道企業の事務部局

の職員 
      ９５      １０１    ６（増員） 

  市立池田病院事業の事務

部局の職員 
     ５４２      ５６１   １９（増員） 

  監査委員の事務部局の職

員 
       ４        ６    ２（増員） 

 教育委員会の事務部局の

職員 
     １１５      １３６   ２１（増員） 

 
その他の事務部局の職員       １９       １９ － 

 
 消防職員      １１３      １２１    ８（増員） 

 
計  １，３４０  １，４３３   ９３（増員） 

（第１条中第２条の改正関係） 

２ 職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）の一部改正〔第

２条関係〕 

管理監督職勤務上限年齢（管理監督職（管理監督職勤務上限年齢制の対象

となる職として定める管理又は監督の地位にある職員の職をいう。以下同

じ。）を占めている職員として勤務することができる上限の年齢をいう。以
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下同じ。）に達したことによる降任の処分を行うときは、その処分の事由を

記載した説明書を交付しないとするものであること。 

（第２条中第４条の改正関係） 

３ 池田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年池田市条例第４号）の一部

改正〔第３条関係〕 

(1) 目次及び第１章の章名を付するものであること。 

（第３条中題名の次に目次及び章名を付する改正関係） 

 (2) 再任用職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員（定年によらず年

齢６０年に達した日以後に退職した者で、従前の勤務実績等に基づく選考

により短時間勤務の職に採用する職員をいう。以下同じ。）が創設された

ことに伴う所要の規定の整備等を行うものであること。また、第２章の章

名を付するものであること。 

（第３条中第１条を改め、同条の次に章名を付する改正関係） 

(3) 医療業務に従事する医師及び歯科医師と同様に、全職員の定年を年齢６

５年とするものであること。 

（第３条中第３条の改正関係） 

(4) 定年による退職の特例により定年による退職日（以下「定年退職日」と

いう。）後も引き続き勤務させることができる期限について、定年退職日

において管理監督職を占めている職員であって、管理監督職への任用の制

限の特例により異動期間（管理監督職勤務上限年齢に達した日後において

も当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる期間をいう。以下

同じ。）を延長したものにあっては、当初の異動期間の末日の翌日から起

算して３年を超えることができないとするものであること。また、文言の

整備を行うものであること。 

（第３条中第４条の改正関係） 

(5) 管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制並びに雑則に
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ついて、次の事項を定めるものであること。 

  ア 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職 

  イ 管理監督職勤務上限年齢 

  ウ 管理監督職勤務上限年齢に達する職員の他の職への降任等を行うに当

たって遵守すべき基準 

  エ 管理監督職への任用の制限の特例 

  オ 異動期間の延長に係る職員の同意 

  カ 異動期間の延長事由が消滅した場合の措置 

  キ 定年前再任用短時間勤務職員の任用 

  ク 規則への委任 

（第３条中本則に３章を加える改正関係） 

 (6) 定年の引上げを段階的に行うための経過措置を定めるとともに、規定の

整備を行うものであること。 

（第３条中附則第２項の改正関係） 

 (7) 年齢６０年に達する日以後における任用等についての情報の提供及び勤

務の意思の確認について定めるものであること。 

（第３条中附則に１項を加える改正関係） 

４ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２７年池田市条例第２号）

の一部改正〔第４条関係〕 

  減給の額は、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額の１０分の

１以下とする従来からの上限に加え、現に受ける給料及び地域手当の合計額

の１０分の１を上限とするものであること。 

（第４条中第４条の改正関係） 

５ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年池田市条例第２

１号）の一部改正〔第５条関係〕 

  管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督職
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を占める職員は、公益的法人等に派遣することができない職員とするもので

あること。また、再任用職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が創

設されたことに伴う所要の規定の整備を行うものであること。 

（第５条中第２条の改正関係） 

６ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平

成４年池田市条例第１９号）の一部改正〔第６条関係〕 

  管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督職

を占める職員は、外国の地方公共団体の機関等に派遣することができない職

員とするものであること。 

（第６条中第２条の改正関係） 

７ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）の

一部改正〔第７条関係〕 

  廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職員

の勤務時間、週休日及び年次休暇について定めるものであること。 

（第７条中第２条、第３条、第９条及び第１５条の改正関係） 

８ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（令和２年池田市条例第２９号）の一部改正〔第８条関係〕 

  廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、池田市立幼稚園型認定こども

園に勤務する教育職員（以下「教育職員」という。）のうち定年前再任用短

時間勤務職員であるものの勤務時間、週休日及び年次休暇について定めるも

のであること。 

（第８条中第２条、第３条及び第９条の改正関係） 

９ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部改正

〔第９条関係〕 

 (1) 管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督

職を占める職員は、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職
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員とするものであること。 

（第９条中第２条及び第１０条の改正関係） 

 (2) 再任用短時間勤務職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が創設

されたことに伴う所要の規定の整備を行うものであること。 

（第９条中第１９条及び第２０条の改正関係） 

１０ 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年池田市

条例第２号）の一部改正〔第１０条関係〕 

  引用条項を改めるものであること。 

（第１０条中第３条の改正関係） 

１１ 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９

号）の一部改正〔第１１条関係〕 

(1) 文言の整備を行うものであること。 

（第１１条中第８条の４及び第２３条の改正関係） 

(2) ６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下「特定日」とい

う。）以後にある職員は、昇給しないとするものであること。 

（第１１条中第１３条の改正関係） 

(3) 廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職

員の給料月額、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当について定めるも

のであること。 

（第１１条中第１３条の２、第２５条、第３３条及び第３４条、 

附則別表第７並びに別表第１から別表第３までの改正関係） 

(4) 初任給、異動、昇給、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当に係る規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しないとするものであること。 

（第１１条中第３１条の改正関係） 

(5) (2)は、任期付常勤職員には適用しないとするものであること。 

（第１１条中第３１条の２の改正関係） 
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(6) 当分の間、特定日以後にある職員の給料月額について、当該職員に適用

される給料月額に１００分の７０を乗じて得た額に相当する額とする措置

を適用するとするものであること。また、当該措置を適用しない職員を定

めるとともに、管理監督職勤務上限年齢制による降任等に係る当該措置の

適用による給料月額について、原則としてその降任等をされる前の給料月

額に１００分の７０を乗じて得た額に相当する額とする等の規定を設ける

ものであること。 

（第１１条中附則に８項を加える改正関係） 

(7) 行政職給料表等級別基準職務表に、職務の級が４級に相当する職務とし

て、新たに創設する統括主任主事及び統括主任技師を加えるものであるこ

と。 

（第１１条中別表第５の改正関係） 

１２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２

年池田市条例第３０号）の一部改正〔第１２条関係〕 

(1) 特定日以後にある教育職員は、昇給しないとするものであること。 

（第１２条中第１１条の改正関係） 

(2) 廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、教育職員のうち定年前再任

用短時間勤務職員であるものの給料月額、期末手当、勤勉手当及び義務教

育等教員特別手当について定めるものであること。 

（第１２条中第１２条、第２１条、第２４条及び第２５条 

並びに別表第１の改正関係） 

(3) 新たに創設する統括主任教諭を管理職手当の支給対象外とするための

規定の整備を行うものであること。 

（第１２条中第２０条の改正関係） 

(4) 新たに創設する統括主任教諭を教職調整額の支給対象とするための規定

の整備を行うものであること。 
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（第１２条中第２７条の改正関係） 

(5) 初任給、昇給、扶養手当及び住居手当に係る規定は、教育職員のうち定

年前再任用短時間勤務職員であるものには適用しないとするものであるこ

と。 

（第１２条中第３６条の改正関係） 

(6) 当分の間、特定日以後にある教育職員の給料月額について、当該教育職

員に適用される給料月額に１００分の７０を乗じて得た額に相当する額と

する措置を適用するとするものであること。また、当該措置を適用しない

教育職員を定めるとともに、管理監督職勤務上限年齢制による降任等に係

る当該措置の適用による給料月額について、原則としてその降任等をされ

る前の給料月額に１００分の７０を乗じて得た額に相当する額とする等の

規定を設けるものであること。 

（第１２条中附則に８項を加える改正関係） 

(7) 教育職等級別基準職務表に、職務の級が４級に相当する職務として、新

たに創設する統括主任教諭を加えるものであること。 

（第１２条中別表第２の改正関係） 

１３ 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一部

改正〔第１３条関係〕 

(1) 廃止される再任用職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職員について

は、退職手当を支給しないとするものであること。 

（第１３条中第２条の改正関係） 

(2) 引用条項を改めるものであること。 

（第１３条中第４条の改正関係） 

(3) 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例が適用される要件の

うち年齢に関する要件を定年から１５年を減じた年齢以上であることとす

るものであること。 
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（第１３条中第５条の３の改正関係） 

(4) 文言の整備を行うものであること。 

（第１３条中第８条の４、第１８条、第１９条及び第２１条の改正関係 

並びに附則第２４項を改め、附則第５項とする改正関係） 

(5) (6)に伴う所要の規定の整備を行うものであること。 

（第１３条中第８条の５の改正関係） 

(6) (8)による規定の追加に併せて、不要となった規定を削る等の整備を行

うものであること。 

（第１３条中附則第１項の改正関係及び附則第２項から 

第２０項までを削る改正関係） 

 (7) (8)に伴う所要の規定の整備等を行うものであること。 

（第１３条中附則第２１項を改め、附則第２項とする改正関係、 

附則第２２項を改め、附則第３項とする改正関係及び 

附則第２３項を改め、附則第４項とする改正関係） 

 (8) 退職手当の基本額に係る特例について、次の事項を定めるものであるこ

と。 

  ア ６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例 

  イ 定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特

例 

  ウ 整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例に関する年齢要件、給料月額の割増等の特例 

（第１３条中附則第５項の次に９項を加える改正関係） 

(9) (8)のアからウまでに掲げる事項に係る規定について、その施行に関し

必要な事項は、市長が定めるとするものであること。 

（第１３条中附則第２５項を改め、附則第１５項とする改正関係） 

１４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令
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和２年池田市条例第３１号）の一部改正〔第１４条関係〕 

(1) 廃止される再任用職員と同様に、教育職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員であるものについては、退職手当を支給しないとするものであるこ

と。 

（第１４条中第２条の改正関係） 

(2) 引用条項を改めるものであること。 

（第１４条中第７条及び第８条の改正関係） 

(3) 定年前早期退職者のうち教育職員であったものに対する退職手当の基本

額の特例が適用される要件のうち年齢に関する要件を定年から１５年を減

じた年齢以上であることとするものであること。 

（第１４条中第１０条の改正関係） 

(4) 文言の整備を行うものであること。 

（第１４条中第１３条、第２１条、第２２条及び第２４条の改正関係） 

(5) 一般の退職による退職手当の額に係る特例の基本給月額の規定の整備を

行うものであること。 

（第１４条中第１４条の改正関係） 

 (6) (7)に伴う所要の規定の整備を行うものであること。 

（第１４条中附則第２項から第４項までの改正関係） 

 (7) 教育職員の退職手当の基本額の特例について、次の事項を定めるもので

あること。 

  ア ６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例 

  イ 定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特

例 

  ウ 整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例に関する年齢要件、給料月額の割増等の特例 

  エ 教育委員会規則への委任 
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（第１４条中附則に８項を加える改正関係） 

１５ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例第

２３号）の一部改正〔第１５条関係〕 

(1) 引用条項を改めるものであること。 

（第１５条中第２条の改正関係） 

(2) 初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び退職手当に係る規定は、企業

職員のうち定年前再任用短時間勤務職員であるものには適用しないとする

ものであること。 

（第１５条中第１９条の改正関係） 

１６ 職員の再任用に関する条例（平成１３年池田市条例第２号）は、廃止す

るものであること。 

（第１６条関係） 

１７ 施行期日等 

  この条例は、令和５年４月１日から施行するものであること。ただし、定

年の引上げの実施のための準備に係る規定については、公布の日から施行す

るものであること。また、各条例の一部改正その他定年の引上げに伴う経過

措置等を設けるとともに、関係条例の規定を整備するものであること。 

（附則関係） 
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議案第５４号  参  考 

地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 池田市職員定数条例 

第１条 （略） 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) （略） 

 (2) 市長の事務部局の職員 ４５２人 

 (3) 上下水道企業の事務部局の職員 ９５人 

 (4) 市立池田病院事業の事務部局の職員 ５４２人 

 (5) （略） 

 (6) 監査委員の事務部局の職員 ４人 

 (7) 教育委員会の事務部局の職員 １１５人 

 (8)・(9) （略） 

 (10)消防職員 １１３人 

第３条～第５条 （略） 

  ２ 職員の分限に関する条例 

第１条～第３条の２ （略） 

第４条 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、辞令書並びに法第４

  １ 池田市職員定数条例 

第１条 （略） 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) （略） 

 (2) 市長の事務部局の職員 ４８９人 

 (3) 上下水道企業の事務部局の職員 １０１人 

 (4) 市立池田病院事業の事務部局の職員 ５６１人 

 (5) （略） 

 (6) 監査委員の事務部局の職員 ６人 

 (7) 教育委員会の事務部局の職員 １３６人 

 (8)・(9) （略） 

 (10)消防職員 １２１人 

第３条～第５条 （略） 

  ２ 職員の分限に関する条例 

第１条～第３条の２ （略） 

第４条 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、当該職員に辞令書の

-
 
6
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

９条に規定する説明書を当該職員に交付して行なうものとする。 

 

 

２ 任命権者が前項の処分を行なったときは、すみやかに法第４９条の説明書

の写１通を公平委員会に提出するものとする。 

 

第５条～第８条 （略） 

  ３ 池田市職員の定年等に関する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

２第１項から第３項まで及び第２８条の３の規定に基づき、職員の定年等に

交付及び法第４９条第１項の規定による説明書の交付（法第２８条の２第１

項に規定する降任の処分にあっては、辞令書の交付）をして行うものとす

る。 

２ 任命権者が前項の処分（法第２８条の２第１項に規定する降任の処分を除

く。）を行ったときは、速やかに前項の説明書の写し１通を公平委員会に提

出するものとする。 

第５条～第８条 （略） 

  ３ 池田市職員の定年等に関する条例 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

 第５章 雑則（第１４条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

第２条 （略） 

 （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。ただし、医療業務に従事する医師

及び歯科医師については、年齢６５年とする。 

 （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこと

となる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その

職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定

め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の

７の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

   第２章 定年制度 

第２条 （略） 

 （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 

 

 （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこと

となる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定に

かかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない

範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務

に従事させるため引き続き勤務させることができる。ただし、第９条の規定

により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次

項において同じ。）（同条の規定により延長された異動期間を含む。第１０

条及び第１１条において同じ。）を延長した職員であって、定年退職日にお

いて管理監督職（第６条各号に掲げる職をいう。以下この条及び次章におい

て同じ。）を占めている職員に係る当該期限は、当該職員に係る異動期間の

末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 
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        改        正        前         改        正        後 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、そ

の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職

員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。 

 

 (3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ず

るとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来す

る場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、１年を超え

ない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員

に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 

 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前

項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければなら

ない。 

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の規定により延長された期限が到来

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当

該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営

に著しい支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職

員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著

しい支障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ず

ること。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来す

る場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、こ

れらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長すること

ができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日（同項ただし書

に規定する職員にあっては、当該職員に係る異動期間の末日）の翌日から起

算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項

の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならな

い。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び
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        改        正        前         改        正        後 

する前に第１項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を

得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。 

 

 

５ （略） 

第５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項の規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は第２

項の規定により延長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がな

くなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を

繰り上げるものとする。 

５ （略） 

第５条 （略） 

   第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職と

する。 

(1) 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９

号）第２３条第１項の規定により管理職手当を支給される職 

(2) 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２

年池田市条例第３０号）第２０条第１項の規定により管理職手当を支給さ

れる職 

(3) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例第

２３号）第４条の規定により管理職手当を支給される職（医療業務に従事

する医師及び歯科医師が占める職を除く。） 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢（以下「管

理監督職勤務上限年齢」という。）は、年齢６０年とする。 

 （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以

下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法

第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定める

もののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降

任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条において「降任等」

という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法

第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等を

しようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をするこ

と。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちで

きる限り上位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監

督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を

占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への

降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任

等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段

階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。 

 （管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員につ

いて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員に係る異動期間（管

理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１

日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して

１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当

該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたま

ま勤務をさせることができる。 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当

該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができ

ず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

２ 任命権者は、この条の規定により異動期間（この条の規定により延長され

た期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日があ

る職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日ま

での期間内）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただ

し、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員に係る異動期間の末日

の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 （異動期間の延長に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あら

かじめ職員の同意を得なければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に同条第１項各号に掲げる事由が消滅した

ときは、他の職への降任等をするものとする。 

   第４章 定年前再任用短時間勤務制 

 （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 
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第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用され

る職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員の退

職を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職

者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考

により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務

時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のもの

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をい

う。以下この条及び次条において同じ。）に採用することができる。ただ

し、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係

る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占めているものとした場合

における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、この限りでな

い。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する地方公共団体の組合をい

う。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情

報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

   第５章 雑則 
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   附 則 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 第４条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（昭和５６年法律第

９２号。以下「改正法」という。）附則第３条の規定により職員が退職すべ

きこととなる場合について準用する。この場合において、第４条第１項中

「第２条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律（昭和５６年法

律第９２号）附則第３条」と、同項及び同条第２項中「その職員に係る定年

退職日」とあるのは「昭和６０年３月３１日」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ （略） 

 （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間、医療業務に従事す

る医師又は歯科医師である職員以外の職員に対する第３条の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」とある

のは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに医療業務に従事する医師

及び歯科医師を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０年に達する日

の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行う

べき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 
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  ４ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（懲戒の効果） 

第４条 （略） 

２ 減給は、１日以上６月以下の期間、給料及びこれに対する地域手当の合計

額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、池田市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年池田市条例第１４号）

第１７条の規定により決定した報酬額）の１０分の１に相当する額以下の額

を減じて行うものとする。 

 

うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この項

において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が採用

された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては

当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当

該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達

する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情

報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確

認するよう努めるものとする。 

  ４ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（懲戒の効果） 

第４条 （略） 

２ 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに

対する地域手当の合計額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっ

ては、池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

池田市条例第１４号）第１７条の規定により決定した報酬額）の１０分の１

に相当する額以下の額を減じて行うものとする。ただし、同号に掲げる職員

以外の職員にあっては、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

３ （略） 

第５条 （略） 

  ５ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

第１条 （略） 

 （職員の派遣） 

第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採

用される職員を除く。） 

 (2)～(4) （略） 

  

 

 

 (5) （略） 

３ （略） 

域手当の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずる

ものとする。 

３ （略） 

第５条 （略） 

  ５ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

第１条 （略） 

 （職員の派遣） 

第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は

第２２条の５第１項の規定により採用される職員を除く。） 

 

 (2)～(4) （略） 

 (5) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条の

規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

 (6) （略） 

３ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

第３条～第１９条 （略） 

  ６ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 

第１条 （略） 

 （職員の派遣） 

第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(4) （略） 

 

 

 

 (5) （略） 

第３条～第８条 （略） 

  ７ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条 （略） 

 （勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員で法第２８条の５第１項に規定する

第３条～第１９条 （略） 

  ６ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 

第１条 （略） 

 （職員の派遣） 

第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条の

規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

 (6) （略） 

第３条～第８条 （略） 

  ７ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条 （略） 

 （勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項
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        改        正        前         改        正        後 

短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の

勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、任

命権者が定める。 

４～６ （略） 

 （週休日） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、育児短時

間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い

これらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設ける

ものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日

曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設

けることができる。 

２ （略） 

第４条～第８条 （略） 

 （年次休暇） 

第９条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度

において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数と

する。 

 (1) 次号以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職

の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間

当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

 

 

４～６ （略） 

 （週休日） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、育児短時

間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い

これらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設ける

ものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休

日を設けることができる。 

２ （略） 

第４条～第８条 （略） 

 （年次休暇） 

第９条 年次休暇は、１の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度

において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数と

する。 

 (1) 次号以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間
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員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２

０日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

 (2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条～第１４条 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１５条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除

く。）の勤務時間、休暇等は、第２条から前条までの規定にかかわらず、そ

の職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。 

 

第１６条 （略） 

  ８ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条 （略） 

（勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された職

員で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下

勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考

慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

 (2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条～第１４条 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１５条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員を除く。）の勤務時間、休暇等は、第２条から前条までの規定にかかわら

ず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定

める。 

第１６条 （略） 

  ８ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条 （略） 

（勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休
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「再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわ

らず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり１５時間

３０分から３１時間までの範囲内で、教育委員会が定める。 

４ （略） 

（週休日） 

第３条 教育委員会は、４週間を超えない期間につき１週間当たり２日の週休

日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）を設けるものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については日曜日及び土曜日を週休日とし、

必要に応じて当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日

から金曜日までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤

務職員については日曜日及び土曜日を週休日とし、これらの日に加えて月曜

日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。 

第４条～第８条 （略） 

（年次休暇） 

第９条 年次休暇は、１の年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。以

下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度において、次の各

号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。 

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等及び再任

用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超え

憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり１５時間３０分か

ら３１時間までの範囲内で、教育委員会が定める。 

 

４ （略） 

（週休日） 

第３条 教育委員会は、４週間を超えない期間につき１週間当たり２日の週休

日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）を設けるものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については日曜日及び土曜日を週休日とし、

必要に応じて当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日

から金曜日までの５日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短

時間勤務職員については日曜日及び土曜日を週休日とし、これらの日に加え

て月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。 

第４条～第８条 （略） 

（年次休暇） 

第９条 年次休暇は、１の年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。以

下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度において、次の各

号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。 

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等及び定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日
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ない範囲内で教育委員会規則で定める日数） 

(2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条～第１５条 （略） 

  ９ 職員の育児休業等に関する条例 

第１条 （略） 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

 (1)・(2) （略） 

  

 

 

 (3)・(4) （略） 

第２条の２～第９条 （略） 

 （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、第２条第１号及

び第２号に掲げる職員とする。 

第１１条～第１８条 （略） 

を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数） 

(2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条～第１５条 （略） 

  ９ 職員の育児休業等に関する条例 

第１条 （略） 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 池田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条の

規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

 (4)・(5) （略） 

第２条の２～第９条 （略） 

 （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、第２条第１号か

ら第３号までに掲げる職員とする。 

第１１条～第１８条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

 （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務の日数及び

勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員

（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）及び育児休業法第

１７条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 

 （部分休業の承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第２条第１項に規定する正規の勤務時

間（教育職員にあっては教育職員勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間、非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又は

終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２・３ （略） 

第２１条～第２４条 （略） 

  １０ 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

第１条・第２条 （略） 

 （報告事項） 

第３条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員

 （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務の日数及び

勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員

（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）及び育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 

 （部分休業の承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第２条第１項に規定する正規の勤務時

間（教育職員にあっては教育職員勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間、非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条にお

いて同じ。）にあっては当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始

め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２・３ （略） 

第２１条～第２４条 （略） 

  １０ 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

第１条・第２条 （略） 

 （報告事項） 

第３条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員
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        改        正        前         改        正        後 

（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

 (1)～(11) （略） 

第４条～第８条 （略） 

  １１ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第８条の３ （略） 

（任期付短時間勤務職員の給与の特例） 

第８条の４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）第１８条第１項又は任期付職員条例第４条により任期を定めて採用され

た職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前条の規

定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池

田市条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。 

第８条の５～第１２条 （略） 

（昇給） 

第１３条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけるその者の

勤務成績に応じて、行うものとする。 

（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

 (1)～(11) （略） 

第４条～第８条 （略） 

  １１ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第８条の３ （略） 

（任期付短時間勤務職員の給与の特例） 

第８条の４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１８条第１項又は任期付職員条例第４

条により任期を定めて採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は、前条の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第８条の５～第１２条 （略） 

（昇給） 

第１３条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけるその者の

勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、６０歳に達した日後における
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

２ （略） 

３ ５５歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「４号

給（別表第１の職務の級が６級以上及び別表第２の職務の級が７級以上の職

員にあっては３号給）」とあるのは、「２号給」とする。 

 

４～６ （略） 

（再任用職員等） 

第１３条の２ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」と

いう。）の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げ

る給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前項の規定にかかわらず、

前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

最初の４月１日（以下「特定日」という。）以後にある職員については、昇

給しないものとする。 

２ （略） 

３ ５５歳を超える職員（特定日以後にある職員を除く。）に関する前項の規

定の適用については、同項中「４号給（別表第１の職務の級が６級以上及び

別表第２の職務の級が７級以上の職員にあっては３号給）」とあるのは、

「２号給」とする。 

４～６ （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第１３条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表に定める定年前再

任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職

員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により

定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 
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        改        正        前         改        正        後 

「育児休業法」という。）第１８条第１項に規定された短時間勤務職員の給

料月額については、前項の規定を準用する。 

第１３条の３～第２２条の２ （略） 

（管理職手当） 

第２３条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち必要な者に対しては、規

則で定めるところにより管理職手当を支給する。ただし、管理職手当を支給

される職を２以上兼ねる場合においても、兼ねる職に対する管理職手当は支

給しない。 

２・３ （略） 

第２４条・第２４条の２ （略） 

 （時間外勤務手当） 

第２５条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第３２条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げ

る勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて

得た額を時間外勤務手当として支給する。 

(1)・(2) （略） 

 

 

第１３条の３～第２２条の２ （略） 

（管理職手当） 

第２３条 管理又は監督の地位にある職員のうち必要なものに対しては、規則

で定めるところにより管理職手当を支給する。ただし、管理職手当を支給さ

れる職を２以上兼ねる場合においても、兼ねる職に対する管理職手当は支給

しない。 

２・３ （略） 

第２４条・第２４条の２ （略） 

（時間外勤務手当） 

第２５条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第３２条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げ

る勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合には、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じ

て得た額を時間外勤務手当として支給する。 

(1)・(2) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

２ 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等

が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間

との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用

については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に

応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則

で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。 

３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超え

て勤務した時間が１か月について６０時間を超えた職員には、その６０時間

を超えて勤務した全時間に対して、第１項（前項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第３２条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その勤務が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じ

て得た額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 勤務時間条例第５条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、

当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する６０時間

を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外

勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第３２条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後１

２ 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務

職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超

えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤

務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定

の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の

区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内

で規則で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。 

３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超え

て勤務した時間が１か月について６０時間を超えた職員には、その６０時間

を超えて勤務した全時間に対して、第１項の規定にかかわらず、勤務１時間

につき、第３２条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０

（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、１０

０分の１７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

 

４ 勤務時間条例第５条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、

当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する６０時間

を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外

勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第３２条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後１ 
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        改        正        前         改        正        後 

０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）から第

１項に規定する規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減

じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 

５ （略） 

第２６条～第３０条 （略） 

（特定職員についての適用除外） 

第３１条 （略） 

２ 第２０条、第２１条、第２２条の２及び第２９条の３の規定は、再任用職

員には適用しない。 

（特定任期付職員等の適用除外） 

第３１条の２ （略） 

２ 第８条、第１０条から第１２条まで及び第１３条第３項の規定は、任期付

常勤職員には適用しない。 

３ （略） 

第３２条 （略） 

（期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並び

０時から翌日の午前５時までの間である場合には、１００分の１７５）から

第１項に規定する規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合には、その割合に１００分の２５を加算した割合）

を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 

５ （略） 

第２６条～第３０条 （略） 

（特定職員についての適用除外） 

第３１条 （略） 

２ 第９条、第１２条、第１３条、第２０条、第２１条、第２２条の２及び第

２９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

（特定任期付職員等の適用除外） 

第３１条の２ （略） 

２ 第８条、第１０条から第１２条まで並びに第１３条第１項ただし書及び第

３項の規定は、任期付常勤職員には適用しない。 

３ （略） 

第３２条 （略） 

（期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並び
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に同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を

除く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００

分の１００を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１００」とあ

るのは「１００分の５７．５」とする。 

４～６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 

（勤勉手当） 

第３４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において、これ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前

６か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、又は死亡した職員（市長が定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と

に同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を

除く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００

分の１００を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間における当

該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「、１０

０分の１００」とあるのは「、１００分の５７．５」とする。 

４～６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 

（勤勉手当） 

第３４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この項において、これ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前

６か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、又は死亡した職員（市長が定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と
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する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超え

てはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

１００分の９５（特定管理職員にあっては、１００分の１１５）を乗じて

得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に１０

０分の４５（特定管理職員にあっては、１００分の５５）を乗じて得た額

の総額 

３・４ （略） 

第３４条の２～第３８条 （略） 

附 則 

１～１８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所属する次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の９５（特定管理職員にあっては、１００分の

１１５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定管理職員にあって

は、１００分の５５）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

第３４条の２～第３８条 （略） 

附 則 

１～１８ （略） 

 （特定日以後にある職員の給料の特例） 

１９ 当分の間、職員の給料月額は、特定日以後、当該職員に適用される給料

表の給料月額のうち、第８条第２項の規定により当該職員の属する職務の級

及び第９条から第１３条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額

に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１

００円に切り上げた額）とする。 
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２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員及び非常勤の職員 

(2) 法第２８条の５第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項に

規定する異動期間（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により延長さ

れた期間を含む。）を延長された法第２８条の２第１項に規定する管理監

督職を占める職員 

(3) 法第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務している職員（法第

２８条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されて

いた職員を除く。） 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２３項におい

て「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるも

ののうち、附則第１９項の規定の適用を受けるもので、特定日に同項の規定

により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」

という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７

０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上

げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないことと

なるもの（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則
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第１９項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月

額との合計額が第８条第２項の規定により当該職員の属する職務の級におけ

る最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用について

は、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第８条第２項

の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当

該職員の受ける給料月額」とする。 

２３ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１９項の

規定の適用を受ける職員（附則第２１項に規定する職員を除く。）に限

る。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要が

あると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、

規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第

１９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、

当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規

定に準じて算出した額を給料として支給する。 

２５ 附則第２１項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第 
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附則別表第１～附則別表第６ （略） 

附則別表第７（附則第１６項関係） 

 

 

 

 

附則別表第８ （略） 

別表第１（第８条関係） 

行政職給料表 

 

 

 

３３条第５項及び第６項（第３４条第３項において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、これらの規定中「額）」とあるのは、「額）と附

則第２１項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との合計額」とす

る。 

２６ 附則第１９項から前項までに定めるもののほか、附則第１９項の規定に

よる給料月額、附則第２１項の規定による給料その他附則第１９項から前項

までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則別表第１～附則別表第６ （略） 

附則別表第７（附則第１６項関係） 

 

 

 

 

附則別表第８ （略） 

別表第１（第８条、第１３条、第２０条、第３３条関係） 

行政職給料表 

 

 

 

職 員
の 区
分 

 職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年
前 再

職員の区分  職務の級 ３級の２ 

号給 給料月額 

再任用職員以外

の職員 
（略） 

再任用職員              274,600 

 号給 給料月額 

３級の２職員 （略） 

職 員
の 区
分 

 職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
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備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

 

 

 

別表第２（第８条関係） 

 消防職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」とあ

るのは、「基準給料月額」とする。 

別表第２（第８条、第１３条、第２０条、附則第１８項関係） 

 消防職給料表 

 

 

 

 

 

 

職 員
の 区
分 

 職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員 以
外 の （略） 

任 用
短 時
間 勤
務 職
員 以
外 の
職 員 

（略） 
 
 定 年

前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員 

再 任
用 職
員 以
外 の
職 員 

 
 

（略） 
 
  

 
再 任
用 職
員 
 
 

職 員
の 区
分 

 職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 
 

再 任
用 職
員 以
外 の
職 員 

 （略） 
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備考 この表は、消防職員に適用する。 

 

 

 

別表第３（第８条関係） 

 技能職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表は、消防職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」とあ

るのは、「基準給料月額」とする。 

別表第３（第８条関係） 

 技能職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職務の

 級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
132,300 183,600 205,200 251,500 280,000
133,200 185,100 206,400 252,700 281,900
134,200 186,600 207,800 253,800 283,500
135,100 188,000 209,100 254,900 285,200
136,100 189,200 210,400 255,800 287,000
137,100 190,700 211,800 257,000 288,600
138,100 192,100 213,200 258,100 290,200
139,100 193,400 214,600 259,300 291,800
139,900 194,800 215,900 260,400 293,300
140,900 195,800 217,500 261,200 295,100
141,900 197,100 219,100 262,400 296,800
143,000 198,200 220,500 263,600 298,600
143,800 199,400 221,700 264,600 300,000
144,800 200,500 223,200 265,600 301,700
145,800 201,600 224,700 266,500 303,300

146,800 202,700 226,000 267,400 304,800

職員の区分

号給

1

5
6
7

2
3
4

11
12
13

8
9
10

14
15

16

 職務の

 級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
132,300 183,600 205,200 251,500 280,000
133,200 185,100 206,400 252,700 281,900
134,200 186,600 207,800 253,800 283,500
135,100 188,000 209,100 254,900 285,200
136,100 189,200 210,400 255,800 287,000
137,100 190,700 211,800 257,000 288,600
138,100 192,100 213,200 258,100 290,200
139,100 193,400 214,600 259,300 291,800
139,900 194,800 215,900 260,400 293,300
140,900 195,800 217,500 261,200 295,100
141,900 197,100 219,100 262,400 296,800
143,000 198,200 220,500 263,600 298,600
143,800 199,400 221,700 264,600 300,000
144,800 200,500 223,200 265,600 301,700
145,800 201,600 224,700 266,500 303,300
146,800 202,700 226,000 267,400 304,800

職員の区分

号給

1

5
6
7

2
3
4

11
12
13

8
9
10

14
15
16

 

 

 
 
再 任
用 職
員 
 
 

職 員 

 

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員 

-
 
9
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,800 202,700 226,000 267,400 304,800
147,900 203,600 226,900 268,400 306,300
149,200 204,700 227,600 269,500 307,900
150,400 205,700 228,500 270,500 309,500
151,600 206,700 229,500 271,300 311,200
152,700 207,600 230,300 272,300 312,200
153,900 208,700 231,800 273,200 313,600

155,100 209,800 233,100 274,200 315,000
156,300 210,800 234,200 275,000 316,500
157,400 211,700 235,600 275,800 317,600
158,900 212,600 236,900 276,900 319,100
160,400 213,300 238,200 278,000 320,500
161,900 214,200 239,500 279,100 321,900
163,300 215,100 240,300 280,000 323,500
164,700 216,300 241,500 281,100 324,700
166,200 217,300 242,800 282,100 326,000
167,700 218,200 243,900 283,100 327,200
169,100 218,800 245,000 283,800 328,300
170,900 220,000 246,200 284,700 329,200

172,700 221,100 247,300 285,600 330,300
174,500 222,300 248,500 286,700 331,400
176,200 222,800 249,800 287,300 332,500
177,900 223,900 250,800 288,200 333,600
179,600 225,100 252,100 289,100 334,600

181,300 226,100 253,400 290,000 335,600
182,800 226,900 254,400 290,600 336,600
184,200 228,100 255,600 291,600 337,600
185,500 229,100 256,500 292,600 338,600
186,900 230,200 257,800 293,500 339,600
188,400 231,300 258,600 294,200 340,500
189,700 232,200 259,600 295,100 341,500
191,100 233,300 260,700 296,000 342,500
192,500 234,300 261,600 296,900 343,500
193,800 235,300 262,800 297,600 344,400
194,900 236,300 263,800 298,200 345,300
196,000 237,300 264,900 298,900 346,200

197,200 238,300 265,600 299,700 347,000
198,300 239,400 266,500 300,300 347,800
199,400 240,400 267,600 301,100 348,600
200,300 241,100 268,800 301,800 349,400

17
18
19

16

23
24
25

20
21
22

29
30
31

26
27
28

35
36
37

32
33
34

41
42
43

38
39

40

47
48
49

44
45
46

53
54
55

50
51

52

146,800 202,700 226,000 267,400 304,800
147,900 203,600 226,900 268,400 306,300
149,200 204,700 227,600 269,500 307,900

150,400 205,700 228,500 270,500 309,500
151,600 206,700 229,500 271,300 311,200
152,700 207,600 230,300 272,300 312,200
153,900 208,700 231,800 273,200 313,600
155,100 209,800 233,100 274,200 315,000
156,300 210,800 234,200 275,000 316,500
157,400 211,700 235,600 275,800 317,600
158,900 212,600 236,900 276,900 319,100
160,400 213,300 238,200 278,000 320,500
161,900 214,200 239,500 279,100 321,900
163,300 215,100 240,300 280,000 323,500
164,700 216,300 241,500 281,100 324,700

166,200 217,300 242,800 282,100 326,000
167,700 218,200 243,900 283,100 327,200
169,100 218,800 245,000 283,800 328,300
170,900 220,000 246,200 284,700 329,200
172,700 221,100 247,300 285,600 330,300

174,500 222,300 248,500 286,700 331,400
176,200 222,800 249,800 287,300 332,500
177,900 223,900 250,800 288,200 333,600
179,600 225,100 252,100 289,100 334,600
181,300 226,100 253,400 290,000 335,600
182,800 226,900 254,400 290,600 336,600
184,200 228,100 255,600 291,600 337,600
185,500 229,100 256,500 292,600 338,600
186,900 230,200 257,800 293,500 339,600
188,400 231,300 258,600 294,200 340,500
189,700 232,200 259,600 295,100 341,500
191,100 233,300 260,700 296,000 342,500
192,500 234,300 261,600 296,900 343,500
193,800 235,300 262,800 297,600 344,400
194,900 236,300 263,800 298,200 345,300
196,000 237,300 264,900 298,900 346,200
197,200 238,300 265,600 299,700 347,000
198,300 239,400 266,500 300,300 347,800
199,400 240,400 267,600 301,100 348,600
200,300 241,100 268,800 301,800 349,400

17
18

19

16

23
24
25

20
21
22

29
30

31

26
27
28

35

36
37

32
33
34

41
42
43

38
39
40

47
48
49

44
45
46

53
54
55

50
51
52

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201,400 241,800 270,000 302,500 350,100
202,500 242,700 270,800 303,200 350,800
203,500 243,600 271,800 303,900 351,600
204,500 244,500 272,900 304,700 352,400
205,500 245,200 273,900 305,400 353,100
206,600 246,000 274,900 306,000 353,800
207,500 246,900 276,000 306,700 354,500
208,400 247,800 276,800 307,400 355,200
209,300 248,700 277,900 308,100 355,900
210,000 249,500 278,700 308,600 356,500
210,800 250,300 279,500 309,100 357,000

211,500 251,100 280,300 309,700 357,500
212,300 251,800 281,100 310,300 358,000
212,700 252,500 281,700 310,900 358,400
213,300 253,100 282,500 311,300
213,600 253,500 283,300 311,800
214,000 253,900 284,000 312,300
214,200 254,100 284,800 312,600
214,600 254,500 285,500 313,100
215,100 255,000 286,300 313,600

215,700 255,500 287,100 314,000
215,900 255,800 287,700 314,200
216,600 256,200 288,200 314,500
217,100 256,700 288,700 314,800
217,600 257,200 289,100 315,100
218,300 257,500 289,500 315,400
218,600 257,800 289,900 315,700
219,200 258,100 290,400 316,000
219,900 258,400 290,900 316,300
220,500 258,600 291,300 316,500
220,900 258,800 291,900 316,900
221,300 259,100 292,500 317,200
222,000 259,400 293,100 317,400
222,500 259,600 293,400 317,600
223,000 259,800 293,900 317,900
223,500 260,200 294,400 318,200
223,900 260,400 294,800 318,500
224,300 260,700 295,200 318,700
224,700 261,100 295,700 319,000
225,100 261,400 296,200 319,300
225,400 261,700 296,700 319,500

59
60
61

56
57
58

65
66

67

62
63
64

71
72
73

68
69
70

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員

77
78
79

74
75

76

83
84
85

80
81
82

89
90
91

86
87
88

95
96

92
93
94

201,400 241,800 270,000 302,500 350,100
202,500 242,700 270,800 303,200 350,800
203,500 243,600 271,800 303,900 351,600
204,500 244,500 272,900 304,700 352,400
205,500 245,200 273,900 305,400 353,100
206,600 246,000 274,900 306,000 353,800
207,500 246,900 276,000 306,700 354,500
208,400 247,800 276,800 307,400 355,200
209,300 248,700 277,900 308,100 355,900
210,000 249,500 278,700 308,600 356,500
210,800 250,300 279,500 309,100 357,000
211,500 251,100 280,300 309,700 357,500
212,300 251,800 281,100 310,300 358,000
212,700 252,500 281,700 310,900 358,400
213,300 253,100 282,500 311,300
213,600 253,500 283,300 311,800
214,000 253,900 284,000 312,300
214,200 254,100 284,800 312,600
214,600 254,500 285,500 313,100
215,100 255,000 286,300 313,600
215,700 255,500 287,100 314,000
215,900 255,800 287,700 314,200
216,600 256,200 288,200 314,500
217,100 256,700 288,700 314,800
217,600 257,200 289,100 315,100
218,300 257,500 289,500 315,400
218,600 257,800 289,900 315,700
219,200 258,100 290,400 316,000
219,900 258,400 290,900 316,300
220,500 258,600 291,300 316,500
220,900 258,800 291,900 316,900
221,300 259,100 292,500 317,200
222,000 259,400 293,100 317,400
222,500 259,600 293,400 317,600
223,000 259,800 293,900 317,900
223,500 260,200 294,400 318,200
223,900 260,400 294,800 318,500
224,300 260,700 295,200 318,700
224,700 261,100 295,700 319,000
225,100 261,400 296,200 319,300

59
60
61

56
57
58

65
66
67

62
63
64

71
72
73

68
69
70

再任用職員以外
の職員

77
78
79

74
75
76

83
84
85

80
81
82

89
90
91

86
87
88

95

92
93
94

-
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225,400 261,700 296,700 319,500
225,700 261,900 297,000 319,700
226,200 262,200 297,400 320,000
226,700 262,400 297,900 320,300
227,200 262,700 298,400 320,500
227,600 263,000 298,800 320,700
228,100 263,200 299,200 321,000
228,700 263,500 299,500 321,300
229,300 263,800 299,800 321,500
229,700 264,000 300,100 321,700
230,200 264,200 300,500 322,000

230,500 264,500 300,900 322,300
230,900 264,700 301,300 322,500
231,100 265,000 301,600 322,700
231,500 265,300 302,000 323,000
232,000 265,600 302,400 323,300

232,400 265,800 302,700 323,500
232,600 266,000 302,900 323,700
233,100 266,300 303,200 324,000
233,600 266,500 303,500 324,300
234,100 266,700 303,700 324,500
234,400 267,000 303,900 324,700
234,800 267,300 304,200 325,000
235,200 267,600 304,500 325,300
235,600 267,900 304,700 325,500
236,000 268,100 304,900 325,700

268,300 305,200 326,000
268,600 305,500 326,300
268,900 305,700 326,500
269,100 305,900 326,700
269,300 306,200 327,000
269,600 306,500 327,300
269,900 306,700 327,500
270,100 306,900 327,700
270,300 307,200 328,000
270,600 307,500 328,300
270,900 307,700
271,100 307,900
271,300
271,600
271,900

96
97

101
102
103

98
99
100

107
108
109

104
105
106

113
114
115

110
111

112

119
120
121

116
117
118

125
126
127

122
123
124

131
132
133

128
129
130

134
135
136

225,400 261,700 296,700 319,500
225,700 261,900 297,000 319,700
226,200 262,200 297,400 320,000
226,700 262,400 297,900 320,300
227,200 262,700 298,400 320,500
227,600 263,000 298,800 320,700
228,100 263,200 299,200 321,000
228,700 263,500 299,500 321,300
229,300 263,800 299,800 321,500
229,700 264,000 300,100 321,700
230,200 264,200 300,500 322,000
230,500 264,500 300,900 322,300
230,900 264,700 301,300 322,500
231,100 265,000 301,600 322,700
231,500 265,300 302,000 323,000
232,000 265,600 302,400 323,300
232,400 265,800 302,700 323,500
232,600 266,000 302,900 323,700
233,100 266,300 303,200 324,000
233,600 266,500 303,500 324,300

234,100 266,700 303,700 324,500
234,400 267,000 303,900 324,700
234,800 267,300 304,200 325,000
235,200 267,600 304,500 325,300
235,600 267,900 304,700 325,500
236,000 268,100 304,900 325,700

268,300 305,200 326,000
268,600 305,500 326,300
268,900 305,700 326,500
269,100 305,900 326,700
269,300 306,200 327,000
269,600 306,500 327,300
269,900 306,700 327,500
270,100 306,900 327,700
270,300 307,200 328,000
270,600 307,500 328,300
270,900 307,700
271,100 307,900
271,300
271,600
271,900

96
97

101
102
103

98
99
100

107
108
109

104
105
106

113
114
115

110
111
112

119
120
121

116
117
118

125
126
127

122
123
124

131
132
133

128
129
130

134
135
136

-
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

                                    

備考 

１ この表は、技能職員に適用する。 

２ アは再任用職員である技能職員（以下この項において「再任用技能職

員」という。）として平成３１年４月１日に新たに採用された者を、イ

はそれ以外の再任用技能職員を示す。 

別表第４ （略） 

別表第５（第８条の５関係） 

 (1) 行政職給料表等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

 

(2)～(4) （略） 

  １２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

 

 

                                    

備考 

１ この表は、技能職員に適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」とあ

るのは、「基準給料月額」とする。 

 

別表第４ （略） 

別表第５（第８条の５関係） 

 (1) 行政職給料表等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

 

(2)～(4) （略） 

  １２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

等級 基準となる職務 

１級～３級 （略） 

４級 

 

副主幹その他の当該役職の職務内容と同程度の職務として

規則で定める職務 

５級～７級 （略） 

 

271,900
272,100

ア 187,700 215,200 244,900 289,700 315,100

イ 193,600 204,700 223,200 244,000 274,700

137

再任用職員

136
271,600
271,900
272,100

204,700 223,200 244,000 274,700
定年前再任用短
時間勤務職員○

193,600

137

135
136

等級 基準となる職務 

１級～３級 （略） 

４級 

 

副主幹、統括主任主事、統括主任技師その他の当該役職の

職務内容と同程度の職務として規則で定める職務 

５級～７級 （略） 

 

-
 
9
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-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１０条 （略） 

（昇給） 

第１１条 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前１年間におけ

るその者の勤務成績に応じて、行うものとする。 

 

 

２ （略） 

３ ５５歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「４号

給（職務の級が６級の職員にあっては、３号給）」とあるのは、「２号給」

とする。 

４～６ （略） 

（再任用職員等の給料の月額） 

第１２条 法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用さ

れた職員（以下「再任用職員」という。）の給料の月額は、給料表に掲げる

再任用職員の給料の月額のうち、その職務の級に応じた額とする。 

２ 再任用職員であって法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

めるものの給料の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料

の月額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

第１条～第１０条 （略） 

（昇給） 

第１１条 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前１年間におけ

る当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、６０歳に達した

日後における最初の４月１日（以下「特定日」という。）以後にある職員に

ついては、昇給しないものとする。 

２ （略） 

３ ５５歳を超える職員（特定日以後にある職員を除く。）に関する前項の規

定の適用については、同項中「４号給（職務の級が６級の職員にあっては、

３号給）」とあるのは、「２号給」とする。 

４～６ （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額） 

第１２条 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）の給料の月額は、給料表に定める定年前

再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務

職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定によ

り定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

る。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第１８条第１項の規定により採用された短時間勤

務職員の給料の月額については、前項の規定を準用する。 

第１３条～第１９条 （略） 

 （管理職手当） 

第２０条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、教育委員会規則で定め

るところにより管理職手当を支給する。ただし、管理職手当を支給される職

を２以上兼ねる場合であっても、管理職手当は、重複して支給しない。 

 

２・３ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の１００）を乗じて得た額に、基準日以前６か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

 

 

 

 

第１３条～第１９条 （略） 

 （管理職手当） 

第２０条 管理又は監督の地位にある職員のうち必要なものに対しては、教育

委員会規則で定めるところにより管理職手当を支給する。ただし、管理職手

当を支給される職を２以上兼ねる場合であっても、管理職手当は、重複して

支給しない。 

２・３ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の１００）を乗じて得た額に、基準日以前６か月

以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

-
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        改        正        前         改        正        後 

２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１００」とある

のは「１００分の５７．５」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

（勤勉手当） 

第２４条 勤勉手当は、基準日（６月の支給にあっては６月１日、１２月の支

給にあっては１２月１日をいう。以下この条において同じ。）に在職する職

員に対し、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務の成績に応じ

て、基準日の属する月の教育委員会が定める日に支給する。基準日前１か月

以内に退職をし、又は死亡した職員（教育委員会が定める職員を除く。）に

ついても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者が所属

する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める

額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外のもの 当該職員の勤勉手当基礎額に

１００分の９５（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の１１５）

を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に１０

中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「、１００

分の１００」とあるのは「、１００分の５７．５」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

（勤勉手当） 

第２４条 勤勉手当は、基準日（６月の支給にあっては６月１日、１２月の支

給にあっては１２月１日をいう。以下この項において同じ。）に在職する職

員に対し、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務の成績に応じ

て、基準日の属する月の教育委員会が定める日に支給する。基準日前１か月

以内に退職をし、又は死亡した職員（教育委員会が定める職員を除く。）に

ついても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の９５（職務の級が６級の職員にあっては、１

００分の１１５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時
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        改        正        前         改        正        後 

０分の４５（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の５５）を乗じ

て得た額の総額 

３・４ （略） 

（義務教育等教員特別手当） 

第２５条 （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、４,０００円を超えない範囲内で、職

務の級及び号給（再任用職員にあっては、職務の級）の別に応じて、教育委

員会規則で定める。 

第２６条 （略） 

（教職調整額） 

第２７条 職員のうちその属する職務の級が１級から３級までであるものに

は、その者の給料の月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給す

る。 

２ （略） 

第２８条～第３５条 （略） 

（再任用職員についての適用除外） 

第３６条 第１５条、第１６条及び第１８条の規定は、再任用職員には適用し

ない。 

第３７条～第３９条 （略） 

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（職務の級が６級の職員に

あっては、１００分の５５）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

（義務教育等教員特別手当） 

第２５条 （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、４,０００円を超えない範囲内で、職

務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の別

に応じて、教育委員会規則で定める。 

第２６条 （略） 

（教職調整額） 

第２７条 職員（管理職手当を支給される職員を除く。）には、当該職員の給

料の月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 

 

２ （略） 

第２８条～第３５条 （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第３６条 第８条、第１１条、第１５条、第１６条及び第１８条の規定は、定

年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

第３７条～第３９条 （略） 
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   附 則 

１～６ （略） 

 （この条例における給与に関する経過措置） 

７ （略） 

８ 継続職員の給料の額については、施行日から令和１３年３月３１日までの

間の給料の月額が、施行日の前日において旧条例の規定により受けていた給

料の月額に達しない場合は、その差額に相当する額を当該期間における給料

の月額に加算した額とする。 

 

 

 

 

 

９～１８ （略） 

 

 

 

 

 

   附 則 

１～６ （略） 

（継続職員等の給与に関する経過措置） 

７ （略） 

８ 継続職員の給料の額については、施行日から令和１３年３月３１日までの

間の給料の月額（附則第１９項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項

の規定による給料の月額と附則第２１項、第２３項又は第２４項の規定によ

る給料の額との合計額）が、施行日の前日において旧条例の規定により受け

ていた給料の月額（附則第１９項の規定の適用を受ける場合にあっては、当

該給料の月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数

を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたと

きはこれを１００円に切り上げた額））に達しない場合は、その差額に相当

する額を当該期間における給料の月額に加算した額とする。 

９～１８ （略） 

 （特定日以後にある職員の給料の特例） 

１９ 当分の間、職員の給料の月額は、特定日以後、給料表の給料の月額のう

ち、第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級及び第８条から第

１１条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０

を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨 
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て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上

げた額）とする。 

２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員及び非常勤の職員 

(2) 法第２８条の５第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項に

規定する異動期間（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により延長さ

れた期間を含む。）を延長された法第２８条の２第１項に規定する管理監

督職を占める職員 

(3) 法第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務している職員（法第

２８条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されて

いた職員を除く。） 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２３項におい

て「異動日」という。）の前日から引き続き職員であるもののうち、附則第

１９項の規定の適用を受けるもので、特定日に同項の規定により当該職員の

受ける給料の月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異

動日の前日に当該職員が受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて得
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た額（当該額に５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以

上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下

この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなるもの（教

育委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第

１９項の規定により当該職員の受ける給料の月額のほか、基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料の

月額との合計額が第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級にお

ける最高の号給の給料の月額を超える場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第６条第２

項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料の月額

と当該職員の受ける給料の月額」とする。 

２３ 異動日の前日から引き続き職員である者（附則第１９項の規定の適用を

受ける職員（附則第２１項に規定する職員を除く。）に限る。）であって、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

ものには、当分の間、当該職員の受ける給料の月額のほか、教育委員会規則

で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給

する。 
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別表第１（第６条、第１２条関係） 

 教育職給料表 

 

 

 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第

１９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、

当該職員の受ける給料の月額のほか、教育委員会規則で定めるところによ

り、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

２５ 附則第２１項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第

２１条第４項（第２４条第３項において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、当該規定中「同じ。）」とあるのは「同じ。）と附則第２１

項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との合計額（以下この項に

おいて「特例給料月額」という。）」と、「給料の月額及び」とあるのは

「特例給料月額及び」とする。 

２６ 附則第１９項から前項までに定めるもののほか、附則第１９項の規定に

よる給料の月額、附則第２１項の規定による給料その他附則第１９項から前

項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

別表第１（第６条、第１２条、附則第１９項関係） 

 教育職給料表 

 

 

 

職員
の区
分 

 職務 
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年
前再 
 

職員
の区
分 

 職務 
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第７条関係） 

教育職等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

  １３ 職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

備考 定年前再任用短時間勤務職員については、この表中「給料月額」とあ

るのは、「基準給料月額」とする。 

別表第２（第７条関係） 

教育職等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

  １３ 職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

等級 基準となる職務 

１級～３級 （略） 

４級 

 

副園長、主幹教諭、統括主任教諭その他の当該役職の職務

内容と同程度の職務として教育委員会規則で定める職務 

５級・６級 （略） 

 

任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員 

 
 
 
 

（略） 
 
 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員 

再任
用職
員以
外の
職員 
 
 

 
 
 
 

（略） 
 
 

 
 
再任
用職
員 
 
 

等級 基準となる職務 

１級～３級 （略） 

４級 

 

副園長、主幹教諭その他の当該役職の職務内容と同程度の

職務として教育委員会規則で定める職務 

５級・６級 （略） 
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 （退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職

員（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令

和２年池田市条例第３１号）第１条に規定する職員（次項において「教育職

員」という。）、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された者及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規定により採用された者を除く。

以下「職員」という。）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合

には、その遺族）に支給する。 

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した

日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないことと

され、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続いて

１２月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤

務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例

（第４条中１１年以上２５年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る

部分以外の部分及び第５条中公務上の負傷若しくは疾病（以下「傷病」とい

う。）又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用す

る。ただし、教育職員、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職

員（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令

和２年池田市条例第３１号）第１条に規定する職員（次項において「教育職

員」という。）を除く。以下「職員」という。）が退職した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

 

 

 

 

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した

日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないことと

され、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続いて

１２月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤

務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例

（第４条中１１年以上２５年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る

部分以外の部分及び第５条中公務上の負傷若しくは疾病（以下「傷病」とい

う。）又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用す

る。ただし、教育職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２
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        改        正        前         改        正        後 

度任用職員（同項第１号に該当する者に限る。）及び同法第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された者並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律第５条の規定により採用された職員については、この限りでない。 

 

第２条の２～第３条 （略） 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（地方公務員法第２

８条の２第１項の規定により退職した者（同法第２８条の３第１項の期限又

は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含

む。）若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定

に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受

けて退職した者に限る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転に

より退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当

の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日給料月額」

という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる

割合を乗じて得た額の合計額とする。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 

条の２第１項に規定する会計年度任用職員（同項第１号に該当する者に限

る。）及び同法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された者並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律

（平成１４年法律第４８号）第５条の規定により採用された職員について

は、この限りでない。 

第２条の２～第３条 （略） 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（地方公務員法第２

８条の６第１項の規定により退職した者（同法第２８条の７第１項の期限又

は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含

む。）若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定

に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受

けて退職した者に限る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転に

より退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当

の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日給料月額」

という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる

割合を乗じて得た額の合計額とする。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 
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第５条・第５条の２ （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の３ 第５条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基

づく任期を終えて退職した者を除く。）のうち、定年に達する日から６月前

までに退職した者であって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その

年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から１０年を減じ

た年齢以上であるものに対する同項及び前条第１項の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

第６条～第８条の３ （略） 

（退職手当の調整額） 

第８条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務

員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通

勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第

１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律

第５条・第５条の２ （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の３ 第５条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基

づく任期を終えて退職した者を除く。附則第１０項から第１４項までにおい

て同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職したものであっ

て、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において

定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上であるものに

対する同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

 

第６条～第８条の３ （略） 

（退職手当の調整額） 

第８条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務

員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通

勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第

１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律

（略） （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」

という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号。

以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当（これに相当す

る給与を含む。）に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業

務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用され

る者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又

はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定

めているものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させる

ための休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）第

３条の規定による休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下

「休職月等」という。）のうち規則で定めるものを除く。）ごとに当該各月

にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定め

る額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多いものから順次そ

の順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月

数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した額とす

る。 

第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」

という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号。

以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当（これに相当す

る給与を含む。）に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業

務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用され

る者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又

はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定

めているものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させる

ための休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）第

３条の規定による休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第９条

第４項において「休職月等」という。）のうち規則で定めるものを除く。）

ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて

当該各号に定める額（以下この項及び第５項において「調整月額」とい

う。）のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位

から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合に

は、当該各月の調整月額）を合計した額とする。 
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(1)～(9) （略） 

２～５ （略） 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第８条の５ （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭

和３２年池田市条例第１９号）の規定による給料表が適用される職員につい

ては、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、こ

の基本給月額に準じて規則で定める額とする。 

 

第９条～第１７条 （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１６条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1)～(9) （略） 

２～５ （略） 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第８条の５ （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭

和３２年池田市条例第１９号）の規定による給料表が適用される職員につい

ては、給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額と

し、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とす

る。 

第９条～第１７条 （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１６条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 
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(1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項

の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」とい

う。）を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職

処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１６条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１４条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２１条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

あっては、これらの規定により算出される金額（次条及び第２１条において

(1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項

の規定による懲戒免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する

免職処分」という。）を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務

職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に

当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在

職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１６条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１４条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２１条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２１条において「失業
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        改        正        前         改        正        後 

「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができる。 

(1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分

を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職

処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

第２０条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職

手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」と

いう。）が当該退職の日から６月以内に第１９条第１項又は前条第１項の規

定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を

行うことができる。 

(1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務

職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

第２０条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職

手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」と

いう。）が当該退職の日から６月以内に第１９条第１項又は前条第１項の規

定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職
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手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）に

対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職

等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通

知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達し

た日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった

場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第１９条第５項又は前

条第３項において準用する池田市行政手続条例第１５条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第１９条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死

亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項から第６項までにお

いて同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該

相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを

理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給

可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相

当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第１９条第５項又は前

条第３項において準用する池田市行政手続条例第１５条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第１９条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死

亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと
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        改        正        前         改        正        後 

認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第１７条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することな

く、かつ、第１９条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めら

れることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第１９条第１項の規定による処分を受ける

認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第１７条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することな

く、かつ、第１９条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めら

れることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第１９条第１項の規定による処分を受ける
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        改        正        前         改        正        後 

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行

為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第１９条第１

項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当

該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再

任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

６～８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

附 則 

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行

為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合におい

て、第１９条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が

当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたこと

を理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

６～８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

附 則 
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        改        正        前         改        正        後 

 

１ この条例（以下「新条例」という。）は、公布の日から施行し、昭和３７

年１２月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

２ 適用日の前日に現に在職していた職員で、新条例の規定により計算した退

職手当の額が、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（昭和３８年池田市条例第１６号）施行前の池田市一般職の職員の給与に

関する条例（昭和３２年池田市条例第１９号）第５章の規定（以下「旧退職

手当制度」という。）により計算した退職手当の額に満たないものについて

は、従前の例による。 

３ 新条例第５条第３項に規定する職員に地域手当が支給される間、同項中

「扶養手当」とあるのは、「扶養手当並びにこれらに対する地域手当」と読

みかえて適用する。 

（退隠料条例の適用を受けていた職員の退職手当） 

４ 新条例の適用日の前日において、池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例

（昭和２４年池田市条例第２７号。以下「退隠料条例」という。）の適用を

受けていた職員で、退職年金又は遺族年金の受給資格が生じて退職した職員

の退職手当については、一般の退職手当の規定にかかわらず、一般の退職手

当の額に、退職の日におけるその者の給料月額に新条例の適用日の前日まで

引き続き在職し退隠料条例の適用を受けていた年数（再就職した職員にあっ

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和３７年１２月１日から適用する。 
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        改        正        前         改        正        後 

ては再就職した月からの年数、いずれも１年未満の端数は切り捨てる。）を

乗じて得た額の２分の１の額を加えた額とする。 

５ 前項の規定による退職手当については、第１６条第１項の規定を準用す

る。 

６ 附則第４項の規定による退職手当の第２３条第２項の規定の適用について

は、同条中「この条例による退職手当」を「附則第４項の規定による退職手

当の額のうち、一般の退職手当に相当する額」と読み替えて適用する。 

（在職期間の通算措置を講ずる以前から在職する職員で職員以外の地方公務

員等としての在職期間のあった職員の退職手当の特例） 

７ 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、

職員としての引き続いた在職期間（その者が当該在職期間中において国家公

務員等退職手当法第２条に規定する者として在職した後この条例の規定によ

る退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場

合には、当該退職の日（当該退職を２回以上した者については、そのうちの

最終の退職の日）以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。）中にお

いて、昭和４４年３月３１日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員と

して在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支

給を受けて退職（整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除

く。）をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務
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        改        正        前         改        正        後 

員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する退職手当

の額については、第２条の４から第５条の３まで、第８条から第８条の５ま

での規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第１号に掲

げる割合から第２号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第９条第５項の規定の適用については、同項ただし書中

「退職により」とあるのは、「退職（附則第７項に規定する職員又は職員以

外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに

相当する給与の支給を受けていた退職を除く。）により」と読み替えるもの

とする。 

(1) その者が第２条の４から第５条の３まで及び第８条から第８条の５まで

の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合におけ

る当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合 

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定によ

る退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間

（当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方

公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合

には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除し

て得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数

を切り捨てる。）に相当する月数）をこの条例の規定により計算した勤続
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        改        正        前         改        正        後 

期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当の支給を受けたもの

とした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者

の給料月額に対する割合（特殊退職を２回以上した者については、それぞ

れの特殊退職に係る当該割合を合計した割合） 

８ 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職とする。ただし、整理退職に該

当する退職を除く。 

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合（職

員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該

退職の日までにその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務

員等となる場合を含む。）の退職 

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職

員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に

職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合（前号に該当する場合を

除く。）の退職 

（就職支度金及び移転費に相当する退職手当） 

９ 失業保険金に相当する退職手当（条例第１４条第２項第３号に規定する失

業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。）の支給を受ける資格（以

下「受給資格」という。）を有する者で、次の各号に掲げる者に対しては、

昭和５０年３月３１日までの間、同条第１項及び第３項から第６項までに定
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        改        正        前         改        正        後 

めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当

として支給することができる。 

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保

険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数（条

例第１４条第１項に規定する基準日数をいい、失業保険法（昭和２２年法

律第１４６号）第２０条の４第１項の規定による措置が決定された場合に

は、その日数に、条例第１４条第５項の規定により失業保険金に相当する

退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同

じ。）の２分の１以上であるものについては、就職支度金 

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する

者については、移転費 

１０ 前項第１号に掲げる就職支度金に相当する退職手当（以下「就職支度金

に相当する退職手当」という。）の額は、次に掲げる額とする。 

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基

準日数の３分の２以上である受給資格者については、失業保険金に相当す

る退職手当の５０日分に相当する額 

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基

準日数の２分の１以上３分の２未満である受給資格者については、失業保

険金に相当する退職手当の３０日分に相当する額 
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        改        正        前         改        正        後 

１１ 前項第１号又は第２号に規定する受給資格者であって、就職するに至っ

た日の前日における支給残日数が１５０日以上であるものに係る就職支度金

に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当す

る退職手当の２０日分に相当する額を同項第１号又は第２号に掲げる額に加

算した額とする。 

１２ 前３項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受

給資格に係る待期日数（条例第１４条第１項に規定する待期日数をいう。以

下同じ。）及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除し

た日数（その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間

の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数（待期日

数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの

失業の日数を控除した日数をいう。）を控除した日数をこえるときは、就職

するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数か

ら当該待期日数の残日数を控除した日数）をいう。 

１３ 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第２７条の３第１項に規

定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。 

１４ 附則第９項第２号に掲げる移転費に相当する退職手当（以下「移転費に

相当する退職手当」という。）は、失業保険法第２７条の４第１項に規定す

る移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。 
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        改        正        前         改        正        後 

１５ 条例第１４条第１２項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転

費に相当する退職手当について、失業保険法第２３条の２の規定は詐欺その

他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する

退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。 

１６ 附則第９項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する

退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が

定める。 

１７ 池田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年池田市条例第４号）施行

の日に、現に在職する職員のうち同日において年齢５０年以上の者が、同条

例の規定により退職した場合には、第５条の規定に該当する場合のほか、当

分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。 

１８ 平成元年４月１日から平成３年３月３１日までの間に限り、市長が指定

する基準日において、年齢５５歳以上５８歳未満の職員がその者の非違によ

ることなく勧奨を受けて退職する場合の退職手当の額の計算の基礎となる給

料月額は、第５条の２の規定にかかわらず勤続期間が２５年以上あるものと

みなして第５条の２の規定を適用して得た額及び同条の規定を適用しないそ

の者の退職の日における給料月額に１００分の６を乗じて得た額の合計額と

する。 

１９ 前項の規定の適用を受けて退職する者については、退職の日におけるそ
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        改        正        前         改        正        後 

の者の号給又は給料月額を、勤続期間が１５年以上である者にあっては２号

上位の号給又はこれに相当する給料月額に、勤続期間が５年以上１５年未満

の者にあっては１号上位の号給又はこれに相当する給料月額に、それぞれ昇

給させることができる。 

２０ 附則第１８項の規定の適用を受けて退職する者の退職手当の額は、退職

の日におけるその者の給料月額に、第３条から第５条の規定にかかわらず第

５条に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

 

２１ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５号）附則（以下

「昭和４９年改正附則」という。）第３項の規定に該当する者を除く。）に

対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の３までの規定により計算し

た額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合におい

て、第８条の５第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第２１項」

とする。 

２２ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（昭和４９

年改正附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規定に該

当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条の２の

規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 （退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５号。以下「昭和４

９年３月改正条例」という。）附則第３項の規定に該当する者を除く。）に

対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の３まで及び附則第６項から

第１４項までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じ

て得た額とする。この場合において、第８条の５第１項中「前条」とあるの

は、「前条並びに附則第２項」とする。 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（昭和４９年

３月改正条例附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規

定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条

の２及び附則第９項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得
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        改        正        前         改        正        後 

 

２３ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者（昭和４９年改正附

則第５項の規定に該当する者を除く。）で第５条の規定に該当する退職をし

たものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年として附則

第２１項の規定の例により計算して得られる額とする。 

 

２４ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３

１日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。）によ

りその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後

の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支

給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定に

よる給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第８条の５第

２項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職

員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員

に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるも

のについては、この限りでない。 

 

 

 

た額とする。 

４ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者（昭和４９年３月改正

条例附則第５項の規定に該当する者を除く。）で第５条又は附則第７項の規

定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期

間を３５年として附則第２項の規定の例により計算して得られる額とする。 

（給料月額の減額改定があった場合の給料月額の取扱いの特例） 

５ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３１

日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。）により

その者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の

給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給

することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定によ

る給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第８条の５第２

項に規定する池田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が

適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定する

その他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規

則で定めるものについては、この限りでない。 

（６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

６ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した

者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したも
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当

する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合に

おいて、第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあ

るのは、「、第５条又は附則第６項」とする。 

７ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であっ

て、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年

の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を

除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合において、

第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、

「、第５条又は附則第７項」とする。 

８ 前２項の規定は、医療業務に従事する医師及び歯科医師が退職した場合に

支給する退職手当の基本額については適用しない。 

（定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特例） 

９ 池田市一般職の職員の給与に関する条例附則第１９項の規定による職員の

給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

（整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に

係る特例に関する年齢要件、給料月額の割増等の特例） 

１０ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち２５年以上勤続し、その者

の非違によることなく勧奨を受けて退職したもの及び勤務公署の移転により
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職したものに対する第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、

第５条の３中「定年に達する日」とあるのは「定年（医療業務に従事する医

師及び歯科医師以外の者にあっては、６０歳）に達する日」と、同条の表第

５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号

の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び第８条の

２第２号の項中「定年」とあるのは「定年（医療業務に従事する医師及び歯

科医師以外の者にあっては、６０歳）」とする。 

１１ 当分の間、第５条第１項に規定する者（医療業務に従事する医師及び歯

科医師以外の者のうち２５年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨

を受けて退職したもの及び勤務公署の移転により退職したものに限る。）に

対する第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の３中

「から６月前まで」とあるのは、「前まで」とする。 

１２ 当分の間、第５条第１項に規定する者に対する第５条の３の規定の適用

については、同条の表以外の部分中「定年から１５年」とあるのは、「定年

（医療業務に従事する医師及び歯科医師以外の者にあっては、６０歳）から

１０年」とする。 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）であって医療業

-
 
1
2
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 附則第１８項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定

める。 

務に従事する医師及び歯科医師以外のものが６０歳に達する日前に退職した

ときにおける第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の

３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１

項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び

第８条の２第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６０歳と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２を乗じて得た割

合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医師

及び歯科医師以外のものが６０歳に達した日以後に退職したときにおける第

５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の３の表第５条第

１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並

びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び第８条の２第２

号の項中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。 

（委任） 

１５ 附則第２項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 
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        改        正        前         改        正        後 

  １４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により

採用された者を除く。以下同じ。）が退職をした場合に、その者（死亡によ

る退職の場合には、その遺族）に支給する。 

第３条～第６条 （略） 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第７条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職をした者（地方公務員法第

２８条の２第１項の規定により退職をした者（同法第２８条の３第１項の期

限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職をした者を

含む。次条第１項において同じ。）若しくはこれに準ずる他の法令の規定に

より退職をした者、法律の規定に基づく任期を終えて退職をした者又はその

者の非違によることなく勧奨を受けて退職をした者に限る。）に対する退職

手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分し

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

 

(1)～(3) （略） 

  １４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職

員が退職をした場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に

支給する。 

 

第３条～第６条 （略） 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第７条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職をした者（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の６第１項の規定により退職をした

者（同法第２８条の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された

期限の到来により退職をした者を含む。次条第１項において同じ。）若しく

はこれに準ずる他の法令の規定により退職をした者、法律の規定に基づく任

期を終えて退職をした者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職

をした者に限る。）に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その

者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額

の合計額とする。 

(1)～(3) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

２ （略） 

（整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第８条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員

を生ずることにより退職をした者、２５年以上勤続して退職をした者（地方

公務員法第２８条の２第１項の規定により退職をした者若しくはこれに準ず

る他の法令の規定により退職をした者、法律の規定に基づく任期を終えて退

職をした者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職をした者に限

る。）又は公務上の傷病若しくは死亡により退職をした者に対する退職手当

の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

第９条 （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第１０条 第８条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職をした者を除く。）のうち、定年に達する日から６月前

までに退職をしたものであって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、

その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から１０年を

減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第１項の規定の適用につい

２ （略） 

（整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第８条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員

を生ずることにより退職をした者、２５年以上勤続して退職をした者（地方

公務員法第２８条の６第１項の規定により退職をした者若しくはこれに準ず

る他の法令の規定により退職をした者、法律の規定に基づく任期を終えて退

職をした者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職をした者に限

る。）又は公務上の傷病若しくは死亡により退職をした者に対する退職手当

の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

第９条 （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第１０条 第８条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職をした者を除く。附則第１３項から第１６項までにおい

て同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職をしたものであっ

て、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において

定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上であるものに
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        改        正        前         改        正        後 

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

第１１条・第１２条 （略） 

（退職手当の調整額） 

第１３条 退職をした者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第９条第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属す

る月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務員法

第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤に

よる傷病による休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第

１号）第３条の規定による休職を除く。）、同法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下

「休職月等」という。）のうち教育委員会規則で定めるものを除く。）ごと

に当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該

各号に定める額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多いもの

から順次その順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当

該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計し

対する同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

 

第１１条・第１２条 （略） 

（退職手当の調整額） 

第１３条 退職をした者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第９条第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属す

る月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務員法

第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤に

よる傷病による休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第

１号）第３条の規定による休職を除く。）、同法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第１５

条第３項において「休職月等」という。）のうち教育委員会規則で定めるも

のを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の

区分に応じて当該各号に定める額（以下この項及び第４項並びに附則第６項

において「調整月額」という。）のうちその額が最も多いものから順次その

順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数

（略） （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２～４ （略） 

（一般の退職による退職手当の額に係る特例） 

第１４条 （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の

給与に関する条例の規定による給料及び扶養手当の月額の合計額とする。 

 

第１５条～第２０条 （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第２１条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１９条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

 (1) （略） 

が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２～４ （略） 

（一般の退職による退職手当の額に係る特例） 

第１４条 （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の

給与に関する条例の規定による給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域

手当の月額の合計額とする。 

第１５条～第２０条 （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第２１条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１９条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

 (1) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項

の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」とい

う。）を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職

処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第２２条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１９条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１７条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２４条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

あっては、これらの規定により算出される金額（次条及び第２４条において

「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項

の規定による懲戒免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する

免職処分」という。）を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務

職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に

当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在

職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第２２条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１９条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１７条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２４条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２４条において「失業

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を
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        改        正        前         改        正        後 

処分を行うことができる。 

 (1) （略） 

 (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分

を受けたとき。 

 (3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職

処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職

手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」と

いう。）が当該退職の日から６月以内に第２２条第１項又は前条第１項の規

定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職

手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）に

行うことができる。 

 (1) （略） 

 (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分を受けたとき。 

 (3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務

職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職

手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」と

いう。）が当該退職の日から６月以内に第２２条第１項又は前条第１項の規

定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職

手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項から第６項までにお
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対し、当該退職の日から６月以内に当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知

をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した

日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第２２条第５項又は前

条第３項において準用する池田市行政手続条例第１５条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第２２条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死

亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

いて同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に当該退職をした者が当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相

続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした

者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可

能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当

する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第２２条第５項又は前

条第３項において準用する池田市行政手続条例第１５条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第２２条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死

亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした
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者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第２０条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することな

く、かつ、第２２条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めら

れることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第２２条第１項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第２０条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することな

く、かつ、第２２条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めら

れることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第２２条第１項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手
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        改        正        前         改        正        後 

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行

為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第２２条第１

項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当

該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再

任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

６～８ （略） 

第２５条～第２７条 （略） 

   附 則 

１ （略） 

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行

為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合におい

て、第２２条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が

当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたこと

を理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

６～８ （略） 

第２５条～第２７条 （略） 

   附 則 

１ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

（経過措置） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職をした者に対する退職手当の基

本額は、第６条から第１０条までの規定により計算した額にそれぞれ１００

分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合において、第１４条第１項中

「前条」とあるのは、「前条並びに附則第２項」とする。 

 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職をした者で第６条第

１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又

は第９条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

４ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職をした者で第８条の規定に該

当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３

５年として附則第２項の規定の例により計算して得られる額とする。 

 

 

５～９ （略） 

 

 

 

 （退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職をした者に対する退職手当の基

本額は、第６条から第１０条まで及び附則第１０項から第１６項までの規定

により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第１４条第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則

第２項」とする。 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職をした者で第６条第

１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又

は第９条及び附則第１２項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗

じて得た額とする。 

４ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職をした者で第８条又は附則第

１１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その

者の勤続期間を３５年として附則第２項の規定の例により計算して得られる

額とする。 

 （旧条例適用期間に係る特例） 

５～９ （略） 

 （６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

１０ 当分の間、第７条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続し

た者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もの（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該

当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合

において、第６条の規定の適用については、同条第１項中「又は第８条」と

あるのは、「、第８条又は附則第１０項」とする。 

１１ 当分の間、第８条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であっ

て、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年

の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を

除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合において、

第６条の規定の適用については、同条第１項中「又は第８条」とあるのは、

「、第８条又は附則第１１項」とする。 

 （定年の引上げによる給料の月額の改定を給料の月額の減額改定としない特

例） 

１２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例附則第１

９項の規定による職員の給料の月額の改定は、第９条に規定する給料の月額

の減額改定に該当しないものとする。 

 （整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に

係る特例に関する年齢要件、給料の月額の割増等の特例） 

１３ 当分の間、第８条第１項に規定する者のうち２５年以上勤続し、その者

の非違によることなく勧奨を受けて退職したものに対する第１０条及び第１
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２条の規定の適用については、第１０条中「定年に達する日から６月前」と

あるのは「６０歳に達する日前」と、第１０条の表第８条第１項の項、第９

条第１項第１号の項及び第９条第１項第２号の項並びに第１２条第３項の表

第１項の項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項中「退職の日において

定められているその者に係る定年」とあるのは「６０歳」とする。 

１４ 当分の間、第８条第１項に規定する者に対する第１０条の規定の適用に

ついては、同条の表以外の部分中「退職の日において定められているその者

に係る定年から１５年を減じた年齢」とあるのは、「５０歳」とする。 

１５ 当分の間、第８条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）が６０歳に達す

る日前に退職したときにおける第１０条及び第１２条の規定の適用について

は、第１０条の表第８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及び第９条第

１項第２号の項並びに第１２条第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及

び第２項第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６０歳と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２を乗じて得た割合

を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

１６ 当分の間、第１０条に規定する者が６０歳に達した日以後に退職したと
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １５ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条 （略） 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた者（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった者

を含む。）並びに育児休業法第１８条第１項の規定により採用された者（以

きにおける第１０条及び第１２条の規定の適用については、第１０条の表第

８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及び第９条第１項第２号の項並び

に第１２条第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項

中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合」とする。 

 （６０歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例等に関する委

任） 

１７ 附則第１０項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定める。 

  １５ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条 （略） 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた者（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった者

を含む。）並びに育児休業法第１８条第１項の規定により採用された者（以
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        改        正        前         改        正        後 

下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ （略） 

第３条～第１８条 （略） 

（再任用職員等についての適用除外） 

第１９条 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、地方公務員法

第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若し

くは第２項又は任期付職員採用法第５条又は育児休業法第１８条第１項の規

定により採用された職員には適用しない。 

第１９条の２・第２０条 （略） 

  １６ 池田市職員の厚生制度に関する条例 

第１条 （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第

１号及び第３号から第５号までの規定に該当する者にあっては、職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）第２条第３項に

規定する再任用短時間勤務職員の勤務時間の範囲内において最も短い勤務時

間以上の勤務時間の者に限るものとする。 

 (1)～(5) （略） 

第３条～第８条 （略） 

下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ （略） 

第３条～第１８条 （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第１９条 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、地方公務員法

第２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項又は任期付職員採用法第５

条又は育児休業法第１８条第１項の規定により採用された職員には適用しな

い。 

第１９条の２・第２０条 （略） 

  １６ 池田市職員の厚生制度に関する条例 

第１条 （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第

１号及び第３号から第５号までの規定に該当する者にあっては、職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）第２条第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の範囲内において最も短い

勤務時間以上の勤務時間の者に限るものとする。 

 (1)～(5) （略） 

第３条～第８条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

  １７ 池田市の一般職の職員の給与の見直しのための関係条例の整備に関

する条例 

本則 （略） 

   附 則 

１～４ （略） 

（技能職員に係る給料表の切替えに伴う経過措置） 

５ 切替日から平成３７年３月３１日までの間に係る給料の額は、当該期間に

おける給料月額が、切替日の前日において受けていた給料月額に達しない継

続技能職員（規則で定める者を除く。）については、その差額に相当する額

を当該期間における給料月額に加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 平成３７年４月１日から平成５０年３月３１日までの間に係る給料の額

は、当該期間における給料月額が、切替日の前日において受けていた給料月

  １７ 池田市の一般職の職員の給与の見直しのための関係条例の整備に関

する条例 

本則 （略） 

   附 則 

１～４ （略） 

（技能職員に係る給料表の切替えに伴う経過措置） 

５ 切替日から令和７年３月３１日までの間に係る給料の額は、当該期間にお

ける給料月額（池田市一般職の職員の給与に関する条例附則第１９項の規定

の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による給料月額と同条例附則第

２１項、第２３項又は第２４項の規定による給料の額との合計額。以下この

項及び次項において「期間中給料月額」という。）が、切替日の前日におい

て受けていた給料月額（同条例附則第１９項の規定の適用を受ける場合にあ

っては、当該給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げた額）。次項において「切替日前給

料月額」という。）に達しない継続技能職員（規則で定める者を除く。）に

ついては、その差額に相当する額を期間中給料月額に加算した額とする。 

６ 令和７年４月１日から令和２０年３月３１日までの間に係る給料の額は、

期間中給料月額が、切替日前給料月額から附則別表第２左欄に掲げる期間の
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        改        正        前         改        正        後 

額から附則別表第２左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲

げる割合を当該切替日の前日において受けていた給料月額に乗じて得た額

（その額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）を減

じた額に達しない継続技能職員（規則で定める者を除く。）については、そ

の差額に相当する額を当該期間における給料月額に加算した額とする。 

７・８ （略） 

附則別表第１ （略） 

附則別表第２（附則第６項関係） 

 技能職員の給料の差額支給に係る割合表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げる割合を当該切替日前給料月額に乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた

額）を減じた額に達しない継続技能職員（規則で定める者を除く。）につい

ては、その差額に相当する額を期間中給料月額に加算した額とする。 

 

７・８ （略） 

附則別表第１ （略） 

附則別表第２（附則第６項関係） 

 技能職員の給料の差額支給に係る割合表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間 割合 

平成３７年４月１日から平成３８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

（略） 

平成３８年４月１日から平成３９年３月３１日まで 

平成３９年４月１日から平成４０年３月３１日まで 

平成４０年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

平成４１年４月１日から平成４２年３月３１日まで 

平成４２年４月１日から平成４３年３月３１日まで 

平成４３年４月１日から平成４４年３月３１日まで 

平成４４年４月１日から平成４５年３月３１日まで 

平成４５年４月１日から平成４６年３月３１日まで 

期間 割合 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

（略） 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

令和１３年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

令和１４年４月１日から令和１５年３月３１日まで 

令和１５年４月１日から令和１６年３月３１日まで 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

１８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

１・２ （略） 

３ 適用日に在職する職員（適用日に新条例第９条の２第１項に規定する公庫

等職員（以下「指定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日

前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地

方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等

として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第５項

において同じ。）のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例（昭和

３８年池田市条例第１８号。以下「退職手当条例」という。）第３条から第

５条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３５年以下であ

る者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当条例第３条から第５

条の３までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて

 

 

 

 

 

１８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

１・２ （略） 

３ 適用日に在職する職員（適用日に新条例第９条の２第５項第２号に規定す

る地方公社等職員のうち同号に規定する公庫等に使用されるもの（以下「指

定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日前に職員から引き

続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等として

在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後

引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第５項において同じ。）

のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例

第１８号。以下「退職手当条例」という。）第３条から第５条まで又は附則

第６項若しくは第７項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３

５年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当条例第

平成４６年４月１日から平成４７年３月３１日まで 

 
平成４７年４月１日から平成４８年３月３１日まで 

平成４８年４月１日から平成４９年３月３１日まで 

平成４９年４月１日から平成５０年３月３１日まで 

令和１６年４月１日から令和１７年３月３１日まで 

 
令和１７年４月１日から令和１８年３月３１日まで 

令和１８年４月１日から令和１９年３月３１日まで 

令和１９年４月１日から令和２０年３月３１日まで 
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        改        正        前         改        正        後 

得た額とする。 

 

４ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第３条第１項の

規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３６年以上４２年以下であ

る者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当条例第５条

の２の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

５ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第５条の規定に

該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３５年を超える者に対する退職手

当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を３５年として附則第３項の規

定の例により計算して得られる額とする。 

６・７ （略） 

１９ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

１～３ （略） 

４ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関

する条例第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の

基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第５条の規定に該当す

３条から第５条の３まで及び附則第６項から第１４項までの規定により計算

した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。 

４ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第３条第１項の

規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３６年以上４２年以下であ

る者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当条例第５条

の２及び附則第９項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得

た額とする。 

５ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第５条又は附則

第７項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３５年を超える者

に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を３５年として

附則第３項の規定の例により計算して得られる額とする。 

６・７ （略） 

１９ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

１～３ （略） 

４ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関

する条例第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の

基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第５条の規定に該当す
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        改        正        前         改        正        後 

る退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を３５年として同条例附則

第２１項の規定の例により計算して得られる額とする。 

５ （略） 

２０ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

第１条 （略） 

第２条 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に退職することによりこの条例による改正

後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）の規定による

退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。）として退職した

場合において、その者が平成１８年３月３１日に現に退職した理由と同一の

理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日

における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に

関する条例（以下「旧条例」という。）第３条から第５条の２まで、第８条

及び附則第２４項から第２６項まで、附則第７条の規定による改正前の職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５

号。以下この条及び次条において「条例第５号」という。）附則第３項から

第５項まで並びに附則第８条の規定による改正前の職員の退職手当に関する

る退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を３５年として同条例附則

第２項の規定の例により計算して得られる額とする。 

５ （略） 

２０ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本則 （略） 

附 則 

第１条 （略） 

第２条 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に退職することによりこの条例による改正

後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）の規定による

退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。）として退職した

場合において、その者が平成１８年３月３１日に現に退職した理由と同一の

理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日

における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に

関する条例（以下「旧条例」という。）第３条から第５条の２まで、第８条

及び附則第２４項から第２６項まで、附則第７条の規定による改正前の職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５

号。以下この条及び次条において「条例第５号」という。）附則第３項から

第５項まで並びに附則第８条の規定による改正前の職員の退職手当に関する
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        改        正        前         改        正        後 

条例の一部を改正する条例（平成１５年池田市条例第２４号。以下この条及

び次条において「条例第２４号」という。）附則第４項の規定により計算し

た額（当該勤続期間が４３年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにそ

の者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、

その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、そ

の者の当該勤続期間を３５年として旧条例附則第２４項の規定の例により計

算して得られる額）にそれぞれ１００分の８３．７（当該勤続期間が２０年

以上の者（４２年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退

職したもの及び３７年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職

したものを除く。）にあっては、１０４分の８３．７）を乗じて得た額が、

職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）第２条の４

から第５条の３まで及び第８条から第８条の５まで並びに附則第２１項から

第２３項まで、附則第４条、附則第５条、条例第５号附則第３項から第５項

まで並びに条例第２４号附則第４項の規定により計算した退職手当の額（以

下「新条例等退職手当額」という。）よりも多いときは、これらの規定にか

かわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職

手当の額とする。 

２ （略） 

第３条～第１２条 （略） 

条例の一部を改正する条例（平成１５年池田市条例第２４号。以下この条及

び次条において「条例第２４号」という。）附則第４項の規定により計算し

た額（当該勤続期間が４３年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにそ

の者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、

その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、そ

の者の当該勤続期間を３５年として旧条例附則第２４項の規定の例により計

算して得られる額）にそれぞれ１００分の８３．７（当該勤続期間が２０年

以上の者（４２年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退

職したもの及び３７年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職

したものを除く。）にあっては、１０４分の８３．７）を乗じて得た額が、

職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）第２条の４

から第５条の３まで及び第８条から第８条の５まで並びに附則第２項から第

４項まで、附則第４条、附則第５条、条例第５号附則第３項から第５項まで

並びに条例第２４号附則第４項の規定により計算した退職手当の額（以下

「新条例等退職手当額」という。）よりも多いときは、これらの規定にかか

わらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手

当の額とする。 

２ （略） 

第３条～第１２条 （略） 
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議案第５５号 

 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の一部改正について       

        

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、一部の選挙運動の公費負担の限度

額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成６年池田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ

中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第９条及び第１０条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

第１３条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００

円」を「３１６，２５０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日

を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示される選挙につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第５５号  説  明 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の一部改正について       

        

１ 選挙運動用自動車の使用に係る費用について、一般乗用旅客自動車運送事

業者との運送契約以外の契約である場合のうち、その契約が選挙運動自動車

の借入れ契約又は燃料の供給に関する契約であるときの公費負担の上限額を

引き上げるものであること。 

（第４条の改正関係） 

２ 選挙運動用ビラの作成に係る費用について、公費負担の上限額を引き上げ

るものであること。 

（第９条及び第１０条の改正関係） 

３ 選挙運動用ポスターの作成に係る費用について、公費負担の上限額を引き

上げるものであること。 

（第１３条の改正関係） 

４ この条例は、公布の日から施行するものであること。また、適用区分を定

めるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５５号  参  考 

 池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

改        正        前 改        正        後 

第１条～第３条 （略） 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他

の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送

事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し

支払う。 

(1) （略） 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において

自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日につ

第１条～第３条 （略） 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他

の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送

事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し

支払う。 

(1) （略） 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において

自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日につ

-
 
1
4
9
 
-



. 

改        正        前 改        正        後 

いてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１５，８００円を超え

る場合には、１５，８００円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 

当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選

挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含

む。）が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、７，５６０円に当該候補者につき法第８６条の４

第１項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日（法第１００条第４項又は第１２

７条の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じ

た日。以下同じ。）までの日数から前号の契約が締結されている日数を

除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつ

き、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。） 

ウ （略） 

第５条～第８条 （略） 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第９条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

いてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１６，１００円を超え

る場合には、１６，１００円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 

当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選

挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含

む。）が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、７，７００円に当該候補者につき法第８６条の４

第１項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日（法第１００条第４項又は第１２

７条の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じ

た日。以下同じ。）までの日数から前号の契約が締結されている日数を

除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつ

き、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。） 

ウ （略） 

第５条～第８条 （略） 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第９条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう
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. 

改        正        前 改        正        後 

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が７円５１銭を超える場合には、７円５１銭）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第７条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業

者に対し支払う。 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額） 

第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限

度額は、候補者１人について、７円５１銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当

該作成枚数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、

同号に定める枚数）を乗じて得た金額とする。 

第１１条・第１２条 （略） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第１３条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条

の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、５２５円６銭に当該選挙が行われる区域における

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が７円７３銭を超える場合には、７円７３銭）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第７条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業

者に対し支払う。 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額） 

第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限

度額は、候補者１人について、７円７３銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当

該作成枚数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、

同号に定める枚数）を乗じて得た金額とする。 

第１１条・第１２条 （略） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第１３条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条

の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、５４１円３１銭に当該選挙が行われる区域におけ
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. 

改        正        前 改        正        後 

ポスター掲示場の数（以下単に「ポスター掲示場の数」という。）を乗じて

得た金額に３１０，５００円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得

た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場の数に

相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当

該ポスター作成業者に対し支払う。 

第１４条・第１５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

るポスター掲示場の数（以下単に「ポスター掲示場の数」という。）を乗じ

て得た金額に３１６，２５０円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して

得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場の数に

相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当

該ポスター作成業者に対し支払う。 

第１４条・第１５条 （略） 
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議案第５６号 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得

要件等に関する規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員以外」を「非常勤職員

であって、次のいずれかに該当するもの以外」に改め、同号ア(ｱ)中「第２条

の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をし

ようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の

４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に

該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ｱ)において同

じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号

に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとするもの 

   (ｲ) その養育する子の１歳６か月到達日において育児休業をしている非

常勤職員であって、第２条の４に該当して当該子の１歳６か月到達日

の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

   (ｳ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引

き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子につ

いて、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の
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期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 第２条第４号ウ及びエを削る。 

 第２条の３第３号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

   １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲

げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に

該当するときにあってはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、同条第１

号から第４号までに掲げる事情のいずれかに該当する場合にあってはウに

掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６か月到達日 

第２条の３第３号イを同号ウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」を「配偶者

が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、同号ア

を同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合 

 第２条の３第３号に次のように加える。 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた
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日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたこ

とがない場合 

 第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。 

  育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも

該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている

場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときにあっては第２号及び

第３号に掲げる場合に該当する場合、同条第１号から第４号までに掲げる事

情のいずれかに該当する場合にあっては第３号に掲げる場合に該当する場

合）とする。 

 第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同条に第１号とし

て次の１号を加える。 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の

配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方

等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合 

 第２条の４に次の１号を加える。 

 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間

においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第２条の５を削る。 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」

を「前条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その」を「任期を

定めて採用された職員であって、当該」に、「非常勤職員」を「もの」に、

「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引
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き続き」を「引き続いて特定職に」に、「伴い、当該」を「伴い、当該育児休

業に係る子について、当該更新前の」に、「引き続き採用される日」を「採用

の日」に改め、同号を同条第７号とする。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準

として条例で定める期間は、５７日間とする。 

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第１１条第６号に掲げる

事情に該当して育児短時間勤務をするために育児休業等計画書を提出した職

員の育児短時間勤務は、この条例による改正後の第１１条第６号の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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議案第５６号  説  明 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

１ 非常勤職員について、その養育する子の出生の日から５７日間以内に育児

休業を取得しようとする場合における任期に係る要件を緩和するとともに、

所要の規定の整備を行うものであること。 

 （第２条の改正関係） 

２ 非常勤職員が育児休業を取得できる期間の上限がその養育する子が１歳６

か月又は２歳に達する日となる場合について、夫婦交替での取得及び特別の

事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定の整備を行うものであ

ること。 

（第２条の３及び第２条の４の改正関係） 

３ 育児休業の取得回数に含めない育児休業の取得可能な期間について、所要

の整備を行うものであること。 

（第２条の５を削り、第３条の次に１条を加える改正関係） 

４ 育児休業の取得回数制限の緩和に伴い、再度の育児休業の取得に係る要件

のうち、育児休業等計画書による申出があり、育児休業の終了後３か月以上

を経過した場合とする要件を廃止するものであること。あわせて、再度の育

児休業の取得に係る要件に関し、任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている職員が、任期の更新又は引き続いての採用に伴い、更新

前の任期の末日の翌日又は引き続いての採用の日を育児休業の期間の初日と

して再度の育児休業をすることについて、任期を定めて採用された職員につ

いても非常勤職員と同様の取扱いとするものであること。 

（第３条の改正関係） 

５ 再度の育児休業を取得するための育児休業等計画書が廃止されたことに伴
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い、育児短時間勤務の取得に係る規定について、育児休業等計画書の名称を

育児短時間勤務計画書に変更するものであること。 

（第１１条の改正関係） 

６ この条例は令和４年１０月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５６号  参  考 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する

日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後の

もの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職（以下

「特定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

 

 

 

   (ｲ) （略） 

第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する

日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職（以

下「特定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職

員 

(ｲ) （略） 

-
 
1
6
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する

子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」とい

う。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 第２条の４に規定する場合に該当する非常勤職員（その養育する子の

１歳６か月到達日において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

エ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に

該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ｱ)において同

じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号

に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとするもの 

(ｲ) その養育する子の１歳６か月到達日において育児休業をしている非

常勤職員であって、第２条の４に該当して当該子の１歳６か月到達日

の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

(ｳ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引

き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子につ

いて、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 

 

 

-
 
1
6
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとするもの 

第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1)・(2) （略） 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当

該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し

くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の

１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

 

 

 

 

第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1)・(2) （略） 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲

げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に

該当するときにあってはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、同条第１

号から第４号までに掲げる事情のいずれかに該当する場合にあってはウに

掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６か月到達日 

 

 

 

 

-
 
1
6
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であっ

て、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の１歳６か月到達

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者

がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

 

 

 

 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当

該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する

-
 
1
6
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

である場合にあっては、当該末日とされた日）において地方等育児休業

をしている場合 

 

イ （略） 

 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到

達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該

当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非

常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に

引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続

き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。 

 

場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において地

方等育児休業をしている場合 

ウ （略） 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたこ

とがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業を

している場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときにあっては第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、同条第１号から第４号までに

掲げる事情のいずれかに該当する場合にあっては第３号に掲げる場合に該当

する場合）とする。 

 

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の

-
 
1
6
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

(1)・(2) （略） 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間） 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基

準として条例で定める期間は、５７日間とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子に

ついて既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと

（当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業に

より当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権

配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方

等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合 

(2)・(3) （略） 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間

においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

 

-
 
1
6
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

者に申し出た場合に限る。）。 

(6) （略） 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に

該当すること。 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当

該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとすること。 

 

 

 

 

第４条～第１０条 （略） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育

児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

(1)～(5) （略） 

 

(5) （略） 

(6) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当す

ること。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当

該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業

に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準

として条例で定める期間は、５７日間とする。 

第４条～第１０条 （略） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育

児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

(1)～(5) （略） 

-
 
1
6
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤

務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を

経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の

承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画につい

て育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(7) （略） 

第１２条～第２４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤

務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を

経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の

承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画につい

て育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(7) （略） 

第１２条～第２４条 （略） 

 

-
 
1
6
7
 
-



議案第５７号 

 

 

池田市市税条例等の一部改正について 

 

 

池田市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、本条例の一部を改正す

るものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市市税条例等の一部を改正する条例（案） 

 

（池田市市税条例の一部改正） 

第１条 池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改

め、同条ただし書中「手数料」を「、手数料」に改める。 

第２０条第４項を次のように改める。 

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３０条第１項に規定する確定申

告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、

適用しない。 

  第２０条第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３０条第１項に規定する確定申

告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額については、適用しない。 

  第２６条第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申

告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を

「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 

  第２９条第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定す

る源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９

００万円以下である者に限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下
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である者に限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

  第３０条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下である者に

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定す

る青色事業専従者に該当する者で同項に規定する給与の支払を受けるも

の及び同条第４項に規定する事業専従者に該当する者を除き、合計所得

金額が１３３万円以下である者に限る。次条第１項において同じ。）の

氏名 

  第３０条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９００万円以下である者に限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第５０条に規定する退職手当等に限る。以下この項

において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、「控

除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しないもの」

を加え、「者（以下」を「もの（以下」に改め、同項第３号中「前２号」を

「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、

同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 特定配偶者の氏名 

  第８１条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、市長がその申請書及び証明する書類（この項において「申請書

等」という。）をその者から提出させることが困難であると認める場合で

あって、その者から減免を受けようとする意思及び申請書等に記載すべき

事項を確認することができるときは、その確認をもって申請書等の提出に

代えることができる。 
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  第８４条中「）の閲覧」の次に「（法第３８２条の４に規定する固定資産

課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）」を加える。 

  第８５条中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改

める。 

  附則第１１条の３第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令

和３年」を「令和７年」に改める。 

  附則第１３条第２項中「若しくは第４０項」を「、第４０項若しくは第４

４項」に改める。 

  附則第１３条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第１

７項を同条第１８項とし、同条第１６項を同条第１７項とし、同条第１５項

の次に次の１項を加える。 

 １６ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は、４分の３と

する。 

  附則第３６条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年

分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第

１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

  附則第３９条第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３

７条の８」に改める。 

  附則第４９条第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３０条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り適用する。 

  附則第５０条第４項を次のように改める。 
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４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３０条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り適用する。 

  附則第５０条第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分

の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書に

この項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

  附則第５７条を削る。 

 （池田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 池田市市税条例の一部を改正する条例（令和３年池田市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  池田市市税条例第３０条の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除

く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の

者又は」を加え、「有しないものを除く」を「有するもの」に改める。 

 （池田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 池田市市税条例の一部を改正する条例（令和４年池田市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第２項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定   

は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中池田市市税条例第３０条の２の見出し及び同条第１項並びに第

３０条の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第１１条

の３第１項及び第３９条第３項の改正規定並びに同条例附則第５７条を削

る改正規定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定

 令和５年１月１日 
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 (2) 第１条中池田市市税条例第２０条第４項及び第６項、第２６条第１項及

び第２項並びに第２９条第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３

６条第２項、第４９条第４項並びに第５０条第４項及び第６項の改正規定

並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

 (3) 第１条中池田市市税条例第１０条、第８４条及び第８５条の改正規定並

びに次条並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 令和６年４月１日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の池田市市税条例第１０条の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の池田市市税条例（以下「新条例」とい

う。）第３０条の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を

受けるべき新条例第３０条の２第１項に規定する給与について提出する同項

及び同条第２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受

けるべき第１条の規定による改正前の池田市市税条例（次項において「旧条

例」という。）第３０条の２第１項に規定する給与について提出した同項及

び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３０条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３０条の３第

１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公

的年金等について提出した旧条例第３０条の３第１項に規定する申告書につ

いては、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の池田市市税条例の規定中個
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人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前

の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の池田市市税条例第８４条の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第３８２条の２

の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の池田市市税条例第８５条の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第３８２条の３

の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）

の交付について適用する。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和５年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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議案第５７号  説  明 

 

池田市市税条例等の一部改正について 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行等に伴い、

本条例の一部改正を行うものである。 

 

１ 市民税関係 

 (1) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式に係る改正 

   所得税と個人住民税における上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の

課税方式を一致させることとされたことに伴い、所要の規定の整備を行う

ものであること。 

（第１条中第２０条及び第２６条並びに附則第３６条、 

第４９条及び第５０条の改正関係） 

 (2）給与所得者の扶養親族等申告書等に係る改正 

給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告

書に退職手当等に係る所得を有する一定の条件に該当する配偶者又は扶養

親族の氏名等を記載することとされたことに伴い、個人の市民税の申告並

びに給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申

告書に係る規定において所要の整備を行うものであること。 

（第１条中第２９条、第３０条の２及び第３０条の３の改正関係 

並びに第２条関係） 

(3) 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長 

個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が令和２０年度ま

でに延長されたことに伴い、所要の規定を整備するものであること。 

（第１条中附則第１１条の３及び第５７条の改正関係） 
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(4) 租税特別措置法の一部改正に伴う引用条項の変更 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正に伴い、優良住

宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の

市民税の課税の特例の規定中引用条項を改めるものであること。 

（第１条中附則第３９条の改正関係） 

２ 固定資産税等関係 

 (1) 不動産登記法の一部改正による措置の明確化に伴う規定の整備 

   民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）による不動産登

記法（平成１６年法律第１２３号）の一部改正により、登記に記録された

者の住所が明らかになることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそ

れのある場合等において当該者の申出があったときは、登記事項証明書の

交付において、当該者の登記簿上の住所に代わる事項を記載することとさ

れたため、登記所からの土地又は家屋に係る登記簿上の情報の通知に当該

事項が記載された情報が含まれる場合は、固定資産課税台帳の閲覧及びこ

れに記載されている事項の証明書の交付において同様の措置を講じるとす

るものであること。 

（第１条中第１０条、第８４条及び第８５条の改正関係） 

(2) 固定資産税及び都市計画税の減免申請に係る改正 

  固定資産税及び都市計画税の減免申請に関し所要の整備を行うものであ

ること。 

（第１条中第８１条の改正関係） 

(3) 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）に係る改正 

貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税又は都市計画税

の課税標準の特例措置（わがまち特例）が創設されたことに伴い、その割

合を定めるものであること。また、下水道除害施設に係る固定資産税の課

税標準の特例措置（わがまち特例）の割合を定めるに当たっての参酌基準
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が変更されたことに伴い、当該割合を変更するものであること。 

（第１条中附則第１３条及び第１３条の２の改正関係並びに第３条関係）  

３ 施行期日等 

  この条例は、公布の日から施行するものであること。ただし、１の(2)

（個人の市民税の申告に係る部分を除く。）から(4)までについては令和５

年１月１日から、１の(1)及び１の(2）（個人の市民税の申告に係る部分に

限る。）は令和６年１月１日から、２の(1)については令和６年４月１日か

ら施行するものであること。また、所要の経過措置を規定するものであるこ

と。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５７号  参  考 

池田市市税条例等の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 池田市市税条例 

第１条～第９条 （略） 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１０条 法第２０条の１０の納税証明書の交付手数料は、池田市手数料条例

（昭和５１年池田市条例第２２号）第２条の規定に定めるところによる。た

だし、道路運送車両法第９７条の２に規定する証明書については手数料を徴

しない。 

 

第１１条～第１９条 （略） 

 （所得割の課税標準） 

第２０条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達される時までに提

出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に特定配当

等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

とき（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由が

  １ 池田市市税条例 

第１条～第９条 （略） 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１０条 法第２０条の１０の納税証明書の交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数

料は、池田市手数料条例（昭和５１年池田市条例第２２号）第２条の規定に

定めるところによる。ただし、道路運送車両法第９７条の２に規定する証明

書については、手数料を徴しない。 

第１１条～第１９条 （略） 

 （所得割の課税標準） 

第２０条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３０条第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項

の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し

ない。 

 

-
 
1
7
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

あると市長が認めるときを含む。）は、当該特定配当等に係る所得の金額に

ついては、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる

申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

 (1) 第２９条第１項の規定による申告書 

 (2) 第３０条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限

る。） 

５ （略） 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項そ

の他施行規則に定める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額について

は、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書

がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３０条第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額については、適用しない。 

 

 

 

 

 

-
 
1
7
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認

めるときは、この限りでない。 

 (1) 第２９条第１項の規定による申告書 

(2) 第３０条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限

る。） 

第２１条～第２５条 （略） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２６条 所得割の納税義務者が、第２０条第４項に規定する特定配当等申告

書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等

の額について法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課された場合又

は同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得

金額について同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合に

は、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額

を、第２２条及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除すること

ができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額

は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、

 

 

 

 

 

 

第２１条～第２５条 （略） 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２６条 所得割の納税義務者が、第２０条第４項に規定する確定申告書に記

載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額に

ついて法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課された場合又は同条

第６項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６款の

規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該

株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第２２条及び前３条の

規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除すること

ができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額

は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、
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1
8
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又

は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の府民税若しくは市民

税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

 

３ （略） 

第２７条・第２８条 （略） 

 （市民税の申告） 

第２９条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、市長が定

める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第３１

７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払

報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金

等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定する

ものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第

３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）若しくは法

第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損失

同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又

は当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度

分の個人の府民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納

に係る徴収金に充当する。 

３ （略） 

第２７条・第２８条 （略） 

（市民税の申告） 

第２９条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、市長が定

める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第３１

７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払

報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金

等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定する

ものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前

年の合計所得金額が９００万円以下である者に限る。）の法第３１４条の２

第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が９５万円以下である者に限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

-
 
1
8
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第２４条の２の規定により控除すべき金額（以下この条において「寄

附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第１

５条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)に掲

げる者を除く。）については、この限りでない。 

 

 

 

２～８ （略） 

第３０条 （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第３０条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

のに係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控

除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法

第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純

損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第２４条の２の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。）及び第１５条第２項に規定する者（施行規則第２

条の２第１項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 

２～８ （略） 

第３０条 （略） 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３０条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 
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-



        改        正        前         改        正        後 

 (1) （略） 

 

 

 

 

 

(2) （略）  

(3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２～５ （略） 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第３０条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養

親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において「公的

年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

(1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下である者に   

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当する者で同項に規定する給与の支払を受けるもの及

び同条第４項に規定する事業専従者に該当する者を除き、合計所得金額が

１３３万円以下である者に限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

(3) （略）  

(4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２～５ （略） 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３０条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定

配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下である者に限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５０条に規定する退

職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号にお

いて同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 (1) （略） 

 

 (2) （略） 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２～５ （略） 

第３１条～第８０条 （略） 

 （固定資産税の減免） 

第８１条 （略） 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

得を有しないものを除く。）を有するもの（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。 

 (1) （略） 

 (2) 特定配偶者の氏名 

 (3) （略） 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 

２～５ （略） 

第３１条～第８０条 （略） 

 （固定資産税の減免） 

第８１条 （略） 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がその申請

書及び証明する書類（この項において「申請書等」という。）をその者から
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 (1)～(5) （略） 

３ （略） 

第８２条・第８３条 （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、池田市手数

料条例第２条に定めるところによる。ただし、法第４１６条第３項又は第４

１９条第８項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する

場合にあっては、手数料を徴しない。 

 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第８５条 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付

手数料は、池田市手数料条例第２条に定めるところによる。 

 

 

提出させることが困難であると認める場合であって、その者から減免を受け

ようとする意思及び申請書等に記載すべき事項を確認することができるとき

は、その確認をもって申請書等の提出に代えることができる。 

 (1)～(5) （略） 

３ （略） 

第８２条・第８３条 （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第３８２条の４に規

定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料は、池田市手数料条例第２条に定めるところによる。ただ

し、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間に

おいて納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第８５条 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付

（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をした

ものの交付を含む。）の手数料は、池田市手数料条例第２条に定めるところ

による。 
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        改        正        前         改        正        後 

第８６条～第１４２条 （略） 

   附 則 

第１条～第１１条の２ （略） 

第１１条の３ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１

条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年か

ら平成１８年まで又は平成２１年から令和３年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２２条

及び第２４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

第１１条の４～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項、第１６項から第１８項ま

で、第２０項、第２５項、第３２項から第３４項まで、第３６項若しくは第

４０項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３３項」とあ

第８６条～第１４２条 （略） 

   附 則 

第１条～第１１条の２ （略） 

第１１条の３ 平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１

条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年か

ら平成１８年まで又は平成２１年から令和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２２条

及び第２４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

第１１条の４～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項、第１６項から第１８項ま

で、第２０項、第２５項、第３２項から第３４項まで、第３６項、第４０項

若しくは第４４項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３
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        改        正        前         改        正        後 

るのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する条例で定める割合は、４分の３と

する。 

３～１５ （略） 

 

 

１６・１７ （略） 

第１４条～第３５条の２ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第３６条 （略） 

２ 前項の規定のうち租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株

式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場

株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市

民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適

用を受けようとする旨の記載のある第２０条第４項に規定する特定配当等申

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３ま

で若しくは第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する条例で定める割合は、５分の４と

する。 

３～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１７・１８ （略） 

第１４条～第３５条の２ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第３６条 （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分

の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項

の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 
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        改        正        前         改        正        後 

告書を提出した場合（次に掲げる場合を除く。）に限り適用するものとし、

市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の

配当等に係る配当所得について同条第１項及び第２項並びに第２２条の規定

の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の

特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しな

い。 

 (1) 第２０条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

(2) 第２０条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認

めるとき。 

３ （略） 

第３７条・第３８条 （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第３９条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

第３７条・第３８条 （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第３９条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第３

-
 
1
8
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

３条の４まで、第３４条から第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６まで、第３７条の８又は第３

７条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡に該当しないものとみなす。 

第４０条～第４８条 （略） 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第４９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同

じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（特例

適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申

告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの

申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第２９条第１項の規定による申告書 

３条の４まで、第３４条から第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６まで又は第３７条の８の規定

の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に

該当しないものとみなす。 

第４０条～第４８条 （略） 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第４９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３０条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう

とする旨の記載があるときに限り適用する。 
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        改        正        前         改        正        後 

(2) 第３０条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限

る。） 

５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第５０条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同

じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（条約

適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申

告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの

申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第２９条第１項の規定による申告書 

(2) 第３０条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限

 

 

 

５ （略） 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第５０条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３０条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう

とする旨の記載があるときに限り適用する。 
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        改        正        前         改        正        後 

る。） 

５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第

３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２６条の規定の適用

については、同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第

５０条第３項前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の同条第４項

に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨

及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合

（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係

る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課され

たとき、又は第２０条第６項」と、同条第３項中「法第３７条の４」とある

のは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて

適用される法第３７条の４」とする。 

第５１条～第５６条 （略） 

 

５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第

３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２６条の規定の適用

については、同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第

５０条第３項前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第４項に規定する確定申

告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係

る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定により配当割額を

課されたとき、又は第２０条第６項」と、同条第３項中「法第３７条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み

替えて適用される法第３７条の４」とする。 

 

 

第５１条～第５６条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第５７条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第１１条の

３第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、

「令和１６年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特

例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第１１条の３

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは「令和

１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

  ２ 池田市市税条例の一部を改正する条例 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

（中略） 

 第３０条の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改める。 

（以下略） 

  ３ 池田市市税条例の一部を改正する条例 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 池田市市税条例の一部を改正する条例 

 池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

（中略） 

第３０条の３第１項中「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を

加え、「有しないものを除く」を「有するものに限る」に改める。 

（以下略） 

３ 池田市市税条例の一部を改正する条例 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

-
 
1
9
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

附 則 

第１条 （略） 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 （略） 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施

設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

第３条 （略） 

本則 （略） 

附 則 

第１条 （略） 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 （略） 

 

 

 

 

第３条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
1
9
3
 
-



議案第５８号 

 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る 

手数料条例の一部改正について           ああ 

 

 

 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、既存の住宅に

ついて増改築行為を行うことなく長期優良住宅維持保全計画を認定し、当該

住宅を長期優良住宅とする仕組みが創設されたことに伴い、当該認定及びそ

の変更に係る手数料の額を定めるため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部

を改正する条例（案） 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例（平成２１

年池田市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「第５項まで」を「第７項まで」に改め、同項の表中「建築

をしようとする」を「申請に係る」に改め、同表の１の項中「新築基準が適用

される」を「新築の」に改め、同表の２の項中「増改築基準が適用される」を

「新築以外の」に改め、同表の３の項中「新築基準が適用される」を「新築の」

に改め、同表の４の項中「増改築基準が適用される」を「新築以外の」に改め、

同表の５の項中「新築基準が適用される」を「新築の」に改め、同表の６の項

中「増改築基準が適用される」を「新築以外の」に改め、同表の７の項中「新

築基準が適用される」を「新築の」に改め、同表の８の項中「増改築基準が適

用される」を「新築以外の」に改め、同条第６項の表中「変更をしようとする」

を「申請に係る」に改め、同表の１の項中「新築基準が適用される」を「新築

の」に改め、同表の２の項中「増改築基準が適用される」を「新築以外の」に

改め、同表の３の項中「新築基準が適用される」を「新築の」に改め、同表の

４の項中「増改築基準が適用される」を「新築以外の」に改め、同表の５の項

中「新築基準が適用される」を「新築の」に、「第５条第６項第４号から第６

号」を「第５条第８項第４号から第７号」に改め、同表の６の項中「増改築基

準が適用される」を「新築以外の」に、「第５条第６項第４号から第６号」を

「第５条第８項第４号から第７号」に改め、同表の７の項中「第５条第６項第

４号から第６号」を「第５条第８項第４号から第７号」に改め、同表の８の項

中「新築基準が適用される」を「新築の」に改め、同表の９の項中「増改築基
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準が適用される」を「新築以外の」に改め、同条第１０項中「第５項」を「第

７項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案第５８号  説  明 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る 

手数料条例の一部改正について          あああ 

 

１ 既存の住宅について、増改築行為を行わない場合の長期優良住宅維持保全

計画の認定及びその変更の認定に係る手数料の額を定めるほか、引用条項を

改めるものであること。 

（第３条の改正関係） 

２ この条例は、令和４年１０月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５８号  参  考 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条・第２条 （略） 

（手数料の徴収） 

第３条 法第５条第１項から第５項までの規定による認定の申請にあっては、

次表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料

を申請の際に申請者から徴収する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条・第２条 （略） 

（手数料の徴収） 

第３条 法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請にあっては、

次表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料

を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 
区分 

金額 
建築をしようとする住宅 床面積の合計 

１ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等（新

築基準が適用されるものに限る。） 

 

２ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等（増

改築基準が適用されるものに限る。） 

３ 確認書等が交付された共同住宅等（併用住宅

を除く。以下この条において同じ。）（新築

基準が適用されるものに限る。） 

４ 確認書等が交付された共同住宅等（増改築基

準が適用されるものに限る。） 

項 
区分 

金額 
申請に係る住宅 床面積の合計 

１ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等（新

築のものに限る。） 

 

２ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等（新

築以外のものに限る。） 

３ 確認書等が交付された共同住宅等（併用住宅

を除く。以下この条において同じ。）（新築

のものに限る。） 

４ 確認書等が交付された共同住宅等（新築以外

のものに限る。） 

-
 
1
9
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

２～５ （略） 

６ 法第８条第１項の規定による変更の認定の申請にあっては、次表の中欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に

申請者から徴収する。ただし、同表３の項、４の項、８の項又は９の項に掲

げる区分に該当する場合で、変更の内容が認定した住宅の住戸全体に及ばな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

２～５ （略） 

６ 法第８条第１項の規定による変更の認定の申請にあっては、次表の中欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に

申請者から徴収する。ただし、同表３の項、４の項、８の項又は９の項に掲

げる区分に該当する場合で、変更の内容が認定した住宅の住戸全体に及ばな

５ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等以外

の一戸建ての住宅等（新築基準が適用される

ものに限る。） 

 

（略） 

６ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等以外

の一戸建ての住宅等（増改築基準が適用され

るものに限る。） 

７ 確認書等が交付された共同住宅等以外の共同

住宅等（新築基準が適用されるものに限

る。） 

８ 確認書等が交付された共同住宅等以外の共同

住宅等（増改築基準が適用されるものに限

る。） 

５ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等以外

の一戸建ての住宅等（新築のものに限る。） 

 

 

（略） 

６ 確認書等が交付された一戸建ての住宅等以外

の一戸建ての住宅等（新築以外のものに限

る。） 

７ 確認書等が交付された共同住宅等以外の共同

住宅等（新築のものに限る。） 

 

８ 確認書等が交付された共同住宅等以外の共同

住宅等（新築以外のものに限る。） 

 

-
 
1
9
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

いときの手数料の額は、当該同表の右欄に掲げる金額を認定した住宅の全て

の住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、当

該端数を１００円に切り上げた額）に変更の認定の申請をする住戸の数を乗

じて得た額（その額が当該同表の右欄に掲げる金額を超えるときは、当該同

表の右欄に掲げる金額）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いときの手数料の額は、当該同表の右欄に掲げる金額を認定した住宅の全て

の住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、当 

該端数を１００円に切り上げた額）に変更の認定の申請をする住戸の数を乗

じて得た額（その額が当該同表の右欄に掲げる金額を超えるときは、当該同

表の右欄に掲げる金額）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 

区分 

金額 
変更をしようとする住宅 

床面積

の合計 

１ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等（新築基準が適用されるものに

限る。） 

（略） 

２ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等（増改築基準が適用されるもの

に限る。） 

３ 確認書等が交付された共同住宅等

（新築基準が適用されるものに限

る。） 

４ 確認書等が交付された共同住宅等

項 

区分 

金額 
申請に係る住宅 

床面積

の合計 

１ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等（新築のものに限る。） 

 

（略） 

２ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等（新築以外のものに限る。） 

 

３ 確認書等が交付された共同住宅等

（新築のものに限る。） 

 

４ 確認書等が交付された共同住宅等

-
 
2
0
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （増改築基準が適用されるものに限

る。） 

  

５ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等以外の一戸建ての住宅等（新築

基準が適用されるものに限る。） 

－ １２，７００円（法

第５条第６項第４号

から第６号までに掲

げる事項のみの変更

にあっては、２，３

００円） 

６ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等以外の一戸建ての住宅等（増改

築基準が適用されるものに限る。） 

－ １８，９００円（法

第５条第６項第４号

から第６号までに掲

げる事項のみの変更

にあっては、２，３

００円） 

７ 

 

確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（法第５条第６項第

４号から第６号までに掲げる事項の

みの変更の場合に限る。）  

 （新築以外のものに限る。） 

 

  

５ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等以外の一戸建ての住宅等（新築

のものに限る。） 

－ １２，７００円（法

第５条第８項第４号

から第７号までに掲

げる事項のみの変更

にあっては、２，３

００円） 

６ 確認書等が交付された一戸建ての住

宅等以外の一戸建ての住宅等（新築

以外のものに限る。） 

－ １８，９００円（法

第５条第８項第４号

から第７号までに掲

げる事項のみの変更

にあっては、２，３

００円） 

７ 

 

確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（法第５条第８項第

４号から第７号までに掲げる事項の

みの変更の場合に限る。）  

-
 
2
0
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

７～９ （略） 

１０ 法第５条第１項から第５項までの規定による認定、法第８条第１項の規

定による変更の認定、法第１０条の承認又は法第１８条第１項の規定による

許可を受けた住宅で、当該認定、変更の認定、承認又は許可を受けているも

のであることの証明の申請にあっては、1，０００円の手数料を申請の際に

申請者から徴収する。 

第４条～第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

７～９ （略） 

１０ 法第５条第１項から第７項までの規定による認定、法第８条第１項の規

定による変更の認定、法第１０条の承認又は法第１８条第１項の規定による

許可を受けた住宅で、当該認定、変更の認定、承認又は許可を受けているも

のであることの証明の申請にあっては、1，０００円の手数料を申請の際に

申請者から徴収する。 

第４条～第６条 （略） 

 

 
 

８ 確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（７の項に掲げる区

分に該当するものを除き、新築基準

が適用されるものに限る。） 

（略） 

９ 確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（７の項に掲げる区

分に該当するものを除き、増改築基

準が適用されるものに限る。） 

 

 

８ 確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（７の項に掲げる区

分に該当するものを除き、新築のも

のに限る。） 

（略） 

９ 確認書等が交付された共同住宅等以

外の共同住宅等（７の項に掲げる区

分に該当するものを除き、新築以外

のものに限る。） 

 

-
 
2
0
2
 
-



議案第５９号 

 

 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

の一部改正について            

 

 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

企業職員の住居手当に係る支給基準について所要の規定の整備を行うため、

本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第６条の３中「１２，０００円」を「１６，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５９号  説  明 

 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

の一部改正について○○○○○○○○○○○ 

 

１ 企業職員の住居手当について、支給の対象となる家賃額の下限に係る所要

の整備を行うものであること。 

（第６条の３の改正関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５９号  参  考 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第６条の２ （略） 

（住居手当） 

第６条の３ 住居手当は、自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受

け、月額１２，０００円を超える家賃（使用料を含む。）を支払っている職

員に支給する。 

第７条～第２０条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第６条の２ （略） 

（住居手当） 

第６条の３ 住居手当は、自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受

け、月額１６，０００円を超える家賃（使用料を含む。）を支払っている職

員に支給する。 

第７条～第２０条 （略） 

 

 

-
 
2
0
6
 
-



議案第６０号 

 

 

財産区管理委員の選任について 

 

 

下記の者を財産区管理委員に選任したいので、財産区管理会条例（昭和３８

年池田市条例第１９号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

大字石橋財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              高木 義輝             

             白井  治            

             西岡 清二           

              西岡 義晃           

             中川喜代士           

               村西 啓二           

             岩井 幸夫            

 

大字玉坂財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

               西岡 政治            

              松岡かずゑ          

              松岡 慶次           

                   田邊 美彦             

              山村佐知子           

               勝井 和代           

               三國 孝子            
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大字野財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              田邉 義和            

             後藤              

             森山 芳樹            

             松家 定平            

             藤阪  誠            

              田   博            

              土田 征寛            

 

 

令和４年９月６日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

大字石橋財産区、大字玉坂財産区及び大字野財産区の財産区管理委員は、

来る令和４年１０月６日をもって任期満了となるので、その後任を選任する

ものである。 
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議案第６１号

　令和４年度池田市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ５３１,６２８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１１,３７６,９６９千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　

　　令和４年９月６日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

令和４年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

-
 
2
0
9
 
-



-
 
2
1
0
 
-



議案第６１号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計 第２号

令和４年度

-
 
2
1
1
 
-



-
 
2
1
2
 
-



歳 入

-
 
2
1
3
 
-



-
 
2
1
4
 
-



-
 
2
1
5
 
-



-
 
2
1
6
 
-



歳 出

-
 
2
1
7
 
-



-
 
2
1
8
 
-



-
 
2
1
9
 
-



-
 
2
2
0
 
-



参 考 資 料

-
 
2
2
1
 
-



-
 
2
2
2
 
-



-
 
2
2
3
 
-



-
 
2
2
4
 
-



議案第６２号

　令和４年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２２４,６２５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,４７２,５７７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和４年９月６日　提出

令和４年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
2
2
5
 
-



-
 
2
2
6
 
-



議案第６２号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険事業特別会計 第２号

令和４年度

-
 
2
2
7
 
-



-
 
2
2
8
 
-



歳 入

-
 
2
2
9
 
-



-
 
2
3
0
 
-



歳 出

-
 
2
3
1
 
-



-
 
2
3
2
 
-



-
 
2
3
3
 
-



-
 
2
3
4
 
-



参 考 資 料

-
 
2
3
5
 
-



-
 
2
3
6
 
-



-
 
2
3
7
 
-



-
 
2
3
8
 
-



-
 
2
3
9
 
-



-
 
2
4
0
 
-



議案第６３号

　令和４年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ５９,２４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２,１３８,７６６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

　　令和４年９月６日　提出

令和４年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
2
4
1
 
-



-
 
2
4
2
 
-



議案第６３号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計 第２号

令和４年度

-
 
2
4
3
 
-



-
 
2
4
4
 
-



歳 入

-
 
2
4
5
 
-



-
 
2
4
6
 
-



-
 
2
4
7
 
-



-
 
2
4
8
 
-



歳 出

-
 
2
4
9
 
-



-
 
2
5
0
 
-



-
 
2
5
1
 
-



-
 
2
5
2
 
-



参 考 資 料

-
 
2
5
3
 
-



-
 
2
5
4
 
-



-
 
2
5
5
 
-



-
 
2
5
6
 
-



議案第６４号

　令和４年度池田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ５４７,２７１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４１,４９６,９２９千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　　令和４年９月６日　提出

令和４年度池田市一般会計補正予算（第７号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
2
5
7
 
-



-
 
2
5
8
 
-



-
 
2
5
9
 
-



期 間 限 度 額

第２表　債務負担行為補正

小 学 校 管 理 工 事

事 項

令和５年度 62,000千円

-
 
2
6
0
 
-



議案第６４号　　説　　明

令和４年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ７ 号

-
 
2
6
1
 
-



-
 
2
6
2
 
-



歳 入

-
 
2
6
3
 
-



8

-
 
2
6
4
 
-



-
 
2
6
5
 
-



-
 
2
6
6
 
-



-
 
2
6
7
 
-



-
 
2
6
8
 
-



-
 
2
6
9
 
-



-
 
2
7
0
 
-



歳 出

-
 
2
7
1
 
-



-
 
2
7
2
 
-



-
 
2
7
3
 
-



-
 
2
7
4
 
-



-
 
2
7
5
 
-



-
 
2
7
6
 
-



参 考 資 料

-
 
2
7
7
 
-



-
 
2
7
8
 
-



-
 
2
7
9
 
-



-
 
2
8
0
 
-



-
 
2
8
1
 
-



-
 
2
8
2
 
-



-
 
2
8
3
 
-



-
 
2
8
4
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,233,156     ─  　 22,233,156     

人　  件　  費 8,446,848     ─  　 8,446,848     

扶　  助　  費 10,279,769     ─  　 10,279,769     

公　  債　  費 3,506,539     ─  　 3,506,539     

 投 資 的 経 費 1,396,901     15,141     1,412,042     

 そ　   の   　他 17,319,601     532,130     17,851,731     

物　  件　  費 8,360,853     1,331     8,362,184     

そ　  の　  他 8,958,748     530,799     9,489,547     

40,949,658     547,271     41,496,929     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
2
8
5
 
-



-
 
2
8
6
 
-



-
 
2
8
7
 
-



議案第６５号 

 

 

令和３年度池田市病院事業会計決算の認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和３年度池田市病院事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見書を付けて、

議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第６６号 

 

 

令和３年度池田市水道事業会計決算の認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和３年度池田市水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見書を付けて、

議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第６７号 

 

 

令和３年度池田市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和３年度池田市公共下水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見書を

付けて、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第６８号 

 

 

令和３年度池田市国民健康保険特別会計 

歳入歳出決算の認定についてあああああ 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和３年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の

意見書を付けて、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第６９号 

 

 

令和３年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和３年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見書

を付けて、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第７０号 

 

 

令和３年度池田市介護保険事業特別会計 

歳入歳出決算の認定についてあああああ 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和３年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の

意見書を付けて、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第７１号 

 

 

令和３年度池田市後期高齢者医療事業特別会計 

歳入歳出決算の認定についてああああああああ 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和３年度池田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査

委員の意見書を付けて、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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議案第７２号 

 

 

令和３年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和３年度池田市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見書を付け

て、議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子 
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